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ヨーロッパの

接木苗造成法

☆

橋延情高 スウエーデンエケープにある枕木育種懐会附属の育種研究所

5棟の合理的温室と，完備した実験室をもっている。
（蕃者うつす）(30.8.2受理）

一・~企む一｡一毎つ七一一劃烏りぃ＝亜宇土‐一F，…ヰーニ置宇豆覗＝て＝＝ママ函ー一画五－一一一一～里＝ZP ，、 ℃ ‐ ロー冠言三三冠ﾏ5舌－…弓一三＝三丁軽＝尋b制…

鏡に繁殖の手段により過去25年間に林木育種の澗究

は針・広葉樹ともに非常にすすんだ。選ばれた糖英樹候

補木の成長の速さ，渡埋，枝の自然に枯れ落ちる舞羨，

枝の出る角度，種子の生産性などの素質の鑑定，つまり

ゲノタイプかフエノタイプかのきめ手の手段として，接

木はもっとも有効な方法であった。また種子を速く結実

させるためにも，さらにこの小さい接木樹を利用して交

配することが，高木に登って袋かけをするこれまでの苦

労にくらべて，大そう便宜な方法であることが解ってき

た。したがって接沐の‘廿毒と接木前後の苗の管理，育成

の仕方は，はなはだ重要で，林木育種の仕拳にたずさわ

る者が識暮しておかねばならぬ鐸技術の一つである。

日本では霊栽や繩園芸の俵域での露くの技術は進ん

でいるが，実用洞▽i竜については日なお浅く，疑問の点が

多い。いまヨーロッパ各国でマツやトウヒに対して行っ

ている技術をヒシ1､氏の著書(ReportonForestTree

BreedinginSwedenandotherEuropemユCountryj

1952,Robert:;B.Hitt,UniversityofWissconsin)
にもとずいてここに紹介する。

マツ科に属する樹木ならば，だいたいつぎにのべるや

り方と大同小異の方法で充分に成功するものと患われ

る。“怠苗をつくるには，スウェーデンなどの寒い国で

は朧壹内で行う方法がおおく，気候の濫剛なフランス准

どでばもっぱら野外で直嫉に行う方法を採っている。つ

ぎには主として温室内の方法についてのくよう。

I 温室内の方法

台木のじゆんび一接木が成功するか否かばいろいろ

の条件に支配されるが，まず台木が陸全で，手ごろの大

きさでなければならない。しかも台木の陸全さは謬沐の

時の象ならず,接木する前後の鉢に稲えられている長い

期間つづけて保たれなければならぬ。鉢f好に適当する

台木は，1～2回床替の行われた3～4年生苗が適して

いる。もっとも良い綣果をえるのにば，台木は春の4～

5月に鉢植えされなければならない。もっとも斜植は8

月でもできる。銅直のときには長い根の刈込桑が必要で

ある。鉢上げした台木は戸外に綴いておくのがよい。晩

秋になってから濫童に運ぶ。9月から12月までの間の

猛壼内の温度は，できるかぎり氷点くらいの寒さにする

ことが望ましいが，氷点を下らぬよう注意する。これは

氷点以下に下ると鉢が裂ける恐れがあるためである。翌

春1月のはじめころから休眠を覚さすために，数週間に

わたり徐食に温度をあげて行く。このような促成期間中

は，できれば日員寿間18時間くらい力窪ま〕しい｡(私の

視察したスウェーデンのスンドムでは，1,000ワットの

人工光線を1つのグリーンハウスに10箇もとりつけて

あったが，日本の本州ではもとより，冬の日長の一そう

短い北海道でも，このよ'うな装置のあるに越したことば

ない。しかし山部の実談例からこのような錯識まかなら

ずしも必要だとは考えられない。台木の健全さがより大

きい問題点定ある｡）

‐このような箪輪をへて，撰ドは2月の第3週目ころか

らはじめられる。そのころの温鹿は19～23.Cの間に保

つべきである。台木はそのとき良好な成長伏態でなけれ

ばならぬ。春の鉢上げと夏の成長の結果，根がよく伸び

ていなければならないし，榔淵が同様に成長を開始して

一
や
」

I

＝凸

蕊 熱

刑 f

前掲写真の温室囚部1諺000ワットの電鐙が10ケもつ

けうる。中央の囲い箱のなかに鉢植の苗木雛入れられて‘い

るのが見える。 （著者うつす）

著者・東京大学教授・同北海道演習林長
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高橋：ヨー戸ツパの接木苗造成法

いる必凄がある。そのとき台木が枯れかかっているもの

や衰えているものは，むしろ取り除くのが賢明である。

そして健全台木の接沐される部分およびその下方部につ

いている枝や葉ば，すべてきれいに取り除く。以上の経

過をたどってはじめて台木が鐸されることとなる。

設備一温室のなかに台木の鉢を並べて入れるための

囲い箱を作る。この箱の上部こガラスの蓋を取付ける。

さらに鏡木された後に鉢をおおうための混合物（容穣で

ミズゴケ1に対して砂2または3の割合）をあらかじめ

用意しておく。使用のとき，この混合物は手でギュッと

握りしめると，湿り気が出て来るていどのｵ窃畠を持って

いなければならない。この囲い箱と混合物は，接木後に

温度や湿気が急に変化をおこさないた駒の儒重の役目を

果すものである。良く切れるナイフ，ハサミ，ツギロー

などの準備もいる。

サシホのじゆんび一サシホはできるだけ接ぐ．ときに

採取してくる方が良い。しかし必要ならば数カ月前に採

取してもよいが,使雁で氷点を少し下った温度で保存
すべきである。もしもホ木を雪中に埋蔵しておくなら

ば，接木の仕事をはじめるまえに，徐盈に雪をとかす必

要がある。

トウヒでは側方の枝から癖反したホ木を接木すると，

枝の性質があらわれて，ノルマルな樹型を示さないこと

がしばしばある。しかしアカマツではこのような傾向は

あらわれない。したがってトウヒのサシホの銅反は樹の

梢端から採る。側枝でも先端なら利用できるが，幹の梢

端からの癖反が最上等である。

樹令50年生以下のアカマツからの示木はもっとも上

端の部の枝から採るべきで，できるだけ梢端および樹冠

の外縁から採るのが良い。50年をすぎたアカマツでは，

~ド方部からでも鍛反できるが，やは”儲部より採るべ

きである。若いサシホが最もよい結果をあたえる。いい

かえれば，1年生の枝のものは最もよい結果であるが，

2～3年生の古枝のサシホほ成功の割合が低くなる。

サシホは使用時まで湿気のやや多い冷たいところに保

管しなければならないが，カビが生えるほど湿気があっ

てはいけない。サシホは使用に先だって，実際に使用さ

れる部分の約半分ほどの葉を取り除くべきである。

接木のしかた－=台木の太さとサシホの太さとはでき

るだけ同じくらいがよい。サシホの長さは2インチが適

当とされている。接ぐときに台木の新枝を半分位い切り

詰めよ。台木の接ぐ箇所は傷がなく，枝の跡のないとこ

ろを選ぶ。

ヨーロッパでも色食な接ぎ方があるがもっとも普通に

行われている方法はVeneergraftmethode,sideslit

metoodeで前者は日本の瑠勧園芸で行っている「切り接

ぎ」であり，後者は「瞬妾ぎ」である。これらの誇細な

諺錨ば一般によく知られているからはぶく。（参考書に

は小野陽太良麟図説瞬く繁殖法などがある｡）

トドマツ，エゾマツ，ストローブマツ，カラマツを対

象として山部で実行している結果から見て切り接ぎ，割

り接ぎよりK鬮妾ぎが-番安全確実な方法であるように思

われる。ただし台木の切り込みをじゆうらい日本で行わ

れているよりもヨーロッパ式に下方部に行くに従ってよ

り深くするのが将来のため良いようである。

接木した苗の管理一温室における舞苗の省窪はは

なばだ大切であるが，日本ではまだよく解っていないの

で少し詳しく記する。接木の終った鉢は前に述べた囲い

箱に本禰勺に入れるが，すき間のある箱の底には1イン

チの深さに前述のミズゴケ混合物を敷き，その上に鉢を

つぎつぎと並べる。鉢と鉢との間にも混合物を詰めさら

に接木ヵ所のすぐ下の高さまでこれで覆う。接木したと

ころまで覆うとその部分が菌害を受ける原因となる。ま

た接木後の穏嬢にも不便である。そして温度計と湿度計

を備えつけて，囲い箱のガラスの蓋をおよそ10日間し

める。ただしこの期間中は午前のおそいころから午後の

ほや目のうちに，1日2～3時間だけ蓋を少し開けて換

気する。この期間の終り頃から換気の時間を3～4時間

ぐらいにじよじよに増大する。 ‘
接木してから初めの3週間は接沐の床においてユ9～

21｡C以上にならぬようげんじゆうに注意する。この温

度調節が大切でこの期間に27｡C以上にもなることが1

日も続くと枯死する恐れがある。その後は21｡C誠麦に

保つが，少くも25～26度を超えないように注意して取

り扱うべきである。撰k後6～7週間たってからガラス

の蓋を完全に取り除く。ここまでは徐灸に換気の時間が

増大されてくるが,戸外の温度の高いときは曇天の寒い
日よりも換気の時間を長くしてよい。換気のいかんと温

度と水分は密せつな関係があるから慎重に行われねばな

らない。すなわち換気すると接木の床が乾くから水分を

補給せねばならぬが，さりとて過湿すぎるとマツ等では

よく根を腐らす恐れがある。童た菌害の発生にも注意し

て消毒もてきぎ行う必要がある。

接木どの枝葉，幹の切り落し－まえに述べたごとく

接木するとき，台木の新枝は約半分ほど切りとってしま

うが，接木後は2～3週間をすぎるまでは一切とらな

い。その後台木の先端部を大体6～8週間のうちに4～

5回に分けて徐点に切り取る。もちろんこの切り取りの

量はサ湾ホ逵台木の成長伏態のバランスに応じて調節せ

ねばならない。台木の直径が急速に成長して，巻きつけ

テープの圧力でサシホが枯死することもあるから，台木

の先端部の切り詰めはこの防止にも役立つ。初めから数

〆
〉

Ｐ
》
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高橋： ヨー ロ ッパの接木苗造成法

まの接木苗が6月ごろ庇蔭装置した苗畑に出され，その

重ま秋まで蓋かれている。秋に鉢から苗畑の床に移され

る。積雪地帯では鏡に苗の越年の保管を注意しないと雪

の圧力で接木部から折れる恐れがある。

I 圃場の接木法

接木は圃場で濾接4～10年またはそれ以上の古い幹

に対して行うことができる。温室内の接木のぱあいに比

し，経費は安くつくが春おそくあるいは初夏の候のff"

がかち合う時に行わなければならぬ。接木のやり方は温

室内のぱあいと同様である。

サシホは休眠している間に集め使用する時まで前記の

ように保管しておく。台木として成長状態の健全なもの

を選ばねばならぬ。山部の実験例からいうと春台木を動

かしたものにすぐ接木したぱあい成功の率ほきわめて悪

い。接木の仕方も割り接ぎ，切り接ぎ，腹接ぎなどもち

ろん行えるが， 腹接ぎがいちばん安全で確実と思われ

る。接木部をテープで巻きワ.ツクスを塗り，紙やビニー

ル等で包むと良い。これは接木部分の湿度を高く保つた

めである。台木の梢端部の切り詰めなども温室内のばあ

い･と同じ要領で実行する。風害折れなどにかからぬよう

支え葎杭を建ててやる必要がある。

回に分けて行われる梢端部の切り取りは鉢を動かさずそ

の叢蓑ハサミで行うが，しかし最後の縄ぐ部分から上部

の幹を全部切り落すときは，癒合紅識を痛めないために

鉢を床から取りあげて，とくに良く切れるハザミで慎重

に行う。このぱあい台木の切り面が幹に鋭角や直角であ

ると水分がたまっていろいろな障害を生ずるから，切り

跡が傾斜して水がたまらぬように鈍角に切り落すことが

大切である。切り跡にワックスを塗って乾燥害や菌の侵

入を防いでおく必要がある。この最後の切り落しの時機

は一斉に行わないで個体ごとに決めるべきである。もし

ツギホが弱いならば元気に成長してくるまで台木の先端

の一部分は残しておかねばならない。しかし台木の枝を

切り詰めないでいつまでも伸ばしておくと，成長の良好

だったホギほ再び衰退して来るから注意を要する。
、

接木苗の戸外出し一最後の幹の切り落しが終ると，

ミズゴケ混合物は鉢の底部を1インチ位い覆うていどに

し，あとは全部取り去る。そして5～6月ごろ暖くなっ

てから苗木を丈夫にするために苗畑に移す。ただし鉢の

中の土壌と根の結合J輝良をこわさないで，ボール状のま

ま濁末に穴を掘って移しかえる。強風や乾燥などの気象

の溌嘆に耐える保護訪薩没が必要である。

スウェーデン，エケ戸プの育種研究所では鉢付きのま

壁
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第1表木曾ヒノキ適正距離表
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一
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(30.6.2菖窓里）

1．はしがき

隣接する一群（3～5本）の林木の優劣を識別できる

人なら，誰にでも容易に習得でき計数的で個人差の少な

い，わたしの間伐法について，中村先生のおすすめによ

りここに概説する。くわしくは長野営林局報21～22号

をごらん願いたい。

2．基本的な考え方

間伐のむずかしさは，噸く相互の優劣をきめること

で朧なくて，よい木に接している劣る木の残伐をどうし

て判定するかにある。

胸径は樹高・樹冠･樹勢・地位･林令･立木度など

を，その相関から綜合してよく指標するから，

「樹種・品種が同じであれば，胸径の等しい林木には，

地位･林令に関係なく， つねに等しい領有面穣を与え

て，現実的にはほとんど支障がない｡｣・

これが太法の基本的な考え方で，林木偏会の胸径に基

準をおいて，これに応ずる樹間距離によって，優れた木

に接している劣る木の残伐をきめようとするものであ

る。

3．間伐基準

経営者がどんな用途に向ける材・の生産を目的にしてい

るかによって，伐痢ぐの選び方や強さがちがう。

この間伐港では，どれだけ伐るかのモノサシになる樹

間踵誰を，生産目標が同じである地方収謹表に求めると

ダ

第2表カラ言ツ適正距離表
､急、
L 己

ha当主林木本数胸径’
正一r雨~零1
本｜ 〃’
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巳

とにした。

収穫表から平均胸径に対する主林木本数を知り，この

主称木の平等の面積を領有し，正方形に生立するものと

して適正樹間距離を算出した。

木曾ヒノキとカラマツについて示すと第1，2表の遮

りである。

一

適当な収謹表がない．

ときには，類似なもの

を用いて，求めた適正

樹間距離に典って間街

を実行し，その絃果を

検討して，その馳方や

経営者の生産目標にあ

うように樹間距離を修

正する。

4． 幹 級

この法ば隣接する木

をたがいにくらべあっ

て，育成価値を判定

し，適正樹間距離によ

第1図 幹 級

●

C IS BBc BC AcBBB i3 A

筆者･長野営林局上松営林署長

－4－



牛山：牛山式間伐法

第3図 間伐の基本って劣る木の残伐をきめるのであるから，幹級ほさして

必要ではないが，つぎの三分類をアタマにおくと選木上

便利である。

A(よい木）

大いさ，樹勢，ミキの形質等が，周囲の一般水準よ

り燭Lているもの

B(なみの木）

ミキの形磁や穐湧に，いちじるしい欠点がなく，そ

の林分の平均的なもの

C(わるい木）

病木,被塵木，衰弱木,損傷木，曲叉木,介在木等

で，ミキの形質に顕著な欠点があるか樹勢がはなば

だしく衰えていて，それ自体ではもはや育成の価値

がないもの

(1)前生樹に多い樹高が異常に高く桟彊りが強大で,

周囲の隣接木を圧しているものは，ミキの形質と樹勢に

よって, A･B･Cのいずれにもわかれる。

(2) B･Cには大いさの制限はない。どちらも上層か

ら下層にわたって存在する。B・Cの別は欠点の程度

で，これからさき保育する価値があるかどうかによって

きめる。

5．間 伐法

大いさ．形質・樹勢等を比較できる一群（3～5本）

の淋から

ユ． まずcを選び，林分保態上よぎないもののほかす

べて伐除する。礒2図）

第2図 幹級 C

。』 Jid 乱 ＆

見なして共に残し，3本以上が列上に近接して並ぶ

ときは，任意の3本から機械的に中央の1本を除く

ことなく，2本並立をいれて選木する。蟻4図）

第4図 僅木並立

＝

亨

弓

包

奉辱r－＝ハー召…て＝観震一一f－U－＝垂一軍L＝＝郡BUTロー戸口一ニー ーコロユヘ君君■r言L可

○×○○×○OX O○
Xo X○

○ ○ Xo

b.ある木を伐ることによって，それを列上にはさむ

残存木間の距離が,適正なものの上5倍をこえると

きは，過伐になるから伐ることを見合せる｡(第5図）

第5図 1．5倍の制限

一L

１

BCCCA ACBCBB
2．ついで優れた木(AまたはBのよいもの）を選

び，この木とこれに接する木の胸径を目測し，その平均

から適正樹間距離を求める。現実の距離がこの適正距離

よりせまいときは劣る木を伐り，広いときば残す。蟻

3図）

ただし次の場合臆この原則によらない。

a．優れた木が互いに隣接するとき2本並立は1本と

2、 さらに優れた木の適正樹間距離の1/2以内に近接

している劣る木(第6図）と，四方の残存木のどれから
も適正距離以内にあるなゑの木を伐る。

すなわち間伐される木はつぎのいずれかにあたるもの

－－－‐5．－－一
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第6図 d/2内のB c、元玉．二番玉のとれる部分の形質とその木の樹勢

が，優劣決定の主要因子である。これより高い部分

にある欠点は成長の障害にならないかぎり過大視し

ない。

d.欠点のある大きな木と形質のよい小さな木の優劣

は経済性によってきめ，林の美しさにまどわされな

い。

e・類似なものの優劣ば，その将来性ことに位霞によ

ってきめる。

本法では隣接する3～5本の優劣を相対的に判定すれ

ばよいので，他法の幹級にくらべてきわめて容易である

が，優劣の判定の良否ほただちに間伐巧拙の分岐点とな

るから,・個人差ができないよう熟練しなければならな

い．

2．間伐補助表

間伐の基準になる主澗沐本数や樹職風誰は鐘のよう

にまとめてつねに携帯する。

木曾ヒノキ カラマツ

餓
望
１

人起
乱
一ｒ

ａ
－
ｚ

あぶ

でなければならない。

（1）幹級c

（2） よい木の適正樹間の距離の1/2以内による劣る木

（3） よい木に隣接する劣る木または3本以上列立する

優水であって，これを伐ることによって，それを列

上にばさむ残存木間の距離が適正なものの1.5倍を
こえないとき

性）四方の残存木のどれからも適正距離以内にあるB

なお幹級との関係を述べると，

1 C#誠扮保護上必要がないかぎり，速かに淘汰し

て利用すべきもので，距離の制限をこえて伐除される。

2. AIX3本以上が列立するときを除いて全部残され

る。Aの中から伐期本数または伐期目標胸径からはかつ

て適当な距離ごとに，伐期童で残るであろう立て木をき

め，立て木の保育を中心に選木をすすめる。

3. Bは一般に林分の適正な立木度を保ちながらやが

て間伐される性質をもち，しかも近くにAがないときは

立て木になる。

間伐のむずかしさはBを除くことであって，間伐の強

さは勿論品種や将来性の問題も菫たBにかかっている。

適正樹間距離はこのBを伐るべきかどうかを決める計
数的な指標である。

6． 実行上の注意

1．優劣の判定

優劣の判定ばその木にふれながら行い，ミキの形質と

樹勢を入念淀比較する。遠くや一方向からする判定は，

見落しが多く誤りやすくて，間伐の効果をいちじるしく

割引する。

a・品種をよく見分け，将来性のある優良なものは，

現在の大いさにとらわれないで残存する。

b・品種が同じで掴もぱ，外観からただちに識別でき

る曲り・折れ・キズ・クサレ・ウラゴケ等の欠点が

ないかぎり，胸径の太い木がすなわち優れた木であ
る。
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3．選木

a・間伐を行う称分について，任意に10数本の胸径

を測定して，残されるものの胸径の範囲を知り，樹間距

離をアタマに入れる。目測になれるまでは輪尺と林内で

作った2～3mの測棒を用いる。

b・選木は列上に並ぶ3本を一組に行う。1本の木に

ついてタテ・ヨコ・ナナメの数列がある。これらの各列

を綜合して優劣をきめ，列ごとに樹間躍雛を測って残伐

をきめる。

c・樹間踊雛ば適正本数を仕立てる手段であって絶対

でばない。10%墳威の中できめ，単木ごとに梼準に近い．

成長領域を与えるようにする。

d. クローネがいちじるしく偏在しているか，傾いて

いる木については，クローネの中心下にミキが直立して

いるものとして距離をはかる。

0

－6－
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牛山：牛山式間伐法

者個々のカンによる加減の不安がない。

8． 摘 要

1．間伐のむずかしさであるどれだけ伐るかの基準

を，収穫表から求めた単木ごとの適正樹間距離におき，

地位･聯彦･林令･立木度などによって局所酌に変化す

る瑛撰林にただちに適用できるようにした。

2．選木にあたってば，隣接する3～5本の中から優

れたものを選び，この木とこれに接している劣る木との

鍛誰が， これらの平均径から求められる適正なものよ

り,.せまいときば伐り広いときば残すことにした。

3． 霧淋の有溌的な結合を破ることなく，局所環境を

よく利用し，経済性の高い胸ぐの割合とha当り慧賢を

多くするため，共生する僅木は一単位として傑育するこ

とにした。

4．わかりやすい隣接木相互の催劣判定のほかは，す

べて実測できる胸径と樹間距離によってきめ，誰にでも

ナットクでき，容易確実に行われ個人差ができないよう

にした。

9．む す び

どんなことでも根本の基準がぼかされていたのでは，

いつまでたっても抜本的な解決ができない。

いままでの間伐法の多くは，カンによら涯ければきめ

られない幹吸に基準をおいて，選木者の主観により残伐

をきめているため,個入差が大きく，千差万別の似て非
なる我流の織行を招いた。

間伐の基準が計数的であってはじめて，技術の継承が

容易に行われ， イワユル名人芸から脱することができ

る。

ことに多数の人によって毎年大面穫の間伐を行わなけ

ればならなかったり，同一称分についてちがった人涯よ

って間伐を繰返えさなければならない，国有林のような

大経営にとって必要なことは，だれが行ってもほとんど

同じ綣果がでる統制のとれる技術的な間伐法を採用する

ことであろう。

この法が初t渚やいままでの間伐に自信のもてない人

に役立てば幸いである。

終りにいつも御教示を仰いでいる中村先生に感謝しま

す。

e・ ウラゴケの木を保残するときば，距離をかげんし

枝打を行い，ミキの形質が低下するのを防ぐ。ウラゴケ

は疎立の指標だから残される場合が多い。

4．優木共存

a・列上に3本以上並ばないかぎり，群生する優木は

そのまま1本と見なして共生させ，経済性の高い大径木

の割合とha当蓄積を多くする。

b.幹級Bについても形質の艇れたものほ共立を認め

一単位として保育する。

c. 2本並立はその組み合せにより，三角形．四辺形

等の形をとることになる。いずれも共立させる。

5．補正

あらかじめ間伐の時期・強さなどを検討するか，選木

結果の良否を判断するには，任意に0.1～0.2haの標準

地をとり，間伐後の平均径（断面稜平均）を求め適正本

数を知り，標準地の現存本数と比較する。

a・選木前のときは，伐られる木の太さにより変化す

る伐採後の平均径を推走して用いる。

b. この平均径による適正本数を次例のように加減し

て，修正適正本数を求め,残存本数と比較し過不足を知

る。

(例）ヒノキ平均径21cm

0.1ha残存本数117Zix

適正本数109本表から求める

アナに立ちうる本数(一)12〃アナごとに21cm(距

離3m)のものが何本

立つか目測する

優木並立20ケ所(＋)10〃 2本並立ほ1.5本とぶ

なす

修正適正本数107〃

残存本数117〃

遇 （不足） 10〃

c・この過不足に対して，見落しと胸径や距離の見誤

りがないかを再調査して補正する。

7．間伐の彊さの加減

峰･山腹･谷･背･凹などの地形の変化や,既往の取

扱いによる林木の疎密ほ，直接胸径の大いきにあらわれ

ているため，本法によればこれらの局所的変化に応ずる

強さの加減が自然に行われうることになる。

林縁や搬路や繰返えしの都合などで，間伐の強さを加
減するときば，一割強くとか20％弱くとか，計数的に

指示することができるから，労しないで期待の成果があ

げられる。

本法では強さの加減ほ， 嶋湯ﾘな場合にかぎられるた

め，経営責任者があらかじめ指示することができ，選木

画L

⑤

、

へ

ロ

I
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に｢山林用特殊オートバイ」の出現は無意
味なことでなく，国有林としても，当然取

上げるべき問題でもあると考える次第であ
るa

盛、
Lユ

1．前書

2．改装設計の問題点

3．三大特色

》緒の

》
撫
識

●
●

●

４
５
６

2． 改装設計の問題点

筆者は，現在東京営林局管内で乗用されている数種の

オートバイを比較研究し，「山林用オートバイ」として，

前説の目的実現のため必要な下記の諸問題に対し，それ

ぞれの検討を加え，改良設計を試みた。

今，その構想の要点を述べると，

a．「軍陣は頑強かつなるべく軽壁であらねばなら

ぬ｡」

山間悪路の運行が多いので，車体機造は特別頑丈であ

らねばならぬことは論を待たない。しかも山間悪路で故

障乃至は凹地にはまり込んだりした場合，運転者一人で

押励かせる程度の車体重最でありたい。

この相反する要求を満たすために，設計に安全係数を

充分に持たしむると同時に，使用材料を吟味し，溶撰強

度を保たしむるよう工作に留意し，他面装飾的で実用上

無駄なものは一切省き，重量の軽減に努め，完成車全重
量150kg以内のものとした。

b. 「低速，長時間運転が可能かつ登坂能力大であら

ねばならぬ.」

山間悪路の走行が多く，かつは,後述の如く転落材捲
揚等に利用するためにも，低速を必要とする場合多く，
かつは長時間駆動するも，過熱焼付の起らぬことが要求

される。

更に登坂能力は傾斜度1/3以上を目標とし，変速機は
第ユ連1：1第2速1：1．43第3速1』2．03

第4速1：2．91

機関:斡蒲は1:989

の4g錘速を採用し，これに依り大体時速最低5km以

下となり，鋳笥70km程度まで出すことが出来るよう
にした。

1． 前 書

終戦後，国有林経営の合理化が強調され，その一環と

して各種作業の機械化力清なと進拳，各営林局はその担

当区主任,或いは伐木主任に，オートバイを乗用せしめ

る溌運が，年を高まって来た。

翻えって，これら現場職員が現在乗用しているオート

バイは，いずれも一般市販のもので，その規絡も種を雑

多で， その大多数は数年にして乗没している現状であ

る。

思うにシこれら一般市販のオ屍一トバイはいずれも平坦

市街地乃至は補装道路上の快適な走行を目標として，各

般の溝造肯鐸，スタイルを高めるべく設計されているの

で，これらのオートバイは，山間の悪路を馳駆する営林

署現薬職員用としては，種女の不備不満を覚ゆるのは，

むしろ当然であろう。

筆者朧，これらの不備，不満を改良し，そのオートバ

イが単に担当区員の乗用，林野巡視用に適するの承でな

く，更に進んでそのオートバイのエンジンを動力源とし

て山間現場における転落材の捲揚や,各種作業機械,例

えば，簡易製材機，各種ポンプ類,発電機，脱穀機等を

駆動せ．しめることが出来るような装備を有するオートバ

イへの改良を試承たのである。

山林用乗用車として「ジーカの存在があり，その俸

力は，すでに十分認められるところである。これと同様

Ⅵ

匿一可

司

も

筆者率営林局造林課長
－8－③
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林；山林走駆用特殊オートバイについて
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なるものを装備し，その完壁を期した。

またタイヤは山間にては，その負荷・耐圧がきわめて

過酷であるので4プライのものを使用し，タイヤのトレ

ッドも特に樹晴随止を考慮に入れ，前輪3.00"×19"，

舞輪3.25"×19〃を採用した。

次にエンジンに，強制冷却用ファン①（第江図参照）

を装備し,低速乃至定置の長時間駆動にも;その過熱焼付

薮嫁の防止を図ったが,これが本車の第一のI侍色である。

しかしてエンジン健空冷単筒側弁式,4極潅で,排気総

容積225ccで最高回転約5,000R.P.M・’最低1,000

R:P.M､，最大出力4,000R.P.M., 6淫以上の性能を

有するものをという意図のもとに，その強度，性能等既

に試験済である「富士重工製FE～51型」のエンジン

を採用することにした。

本項で筆者の特に強調説明したいことは，現在市販の

オートパイは,その大多数が4種鯉,頭弁式か,あるいは

2衝程式のものが採用されているのに，これを排して特

に4衝程側弁式を採用した点である法，確かに後者は，

前二者に比べて単位容積当りの標準馬力も10～15％程

度低下し，容積，重量の点においても，不利の点が多い

のであるが，側弁式の方が，故障率少なく，取扱い，始

動等が容易であり，他者に比べて修理調整も簡単であっ

て耐久性も大で，これらの点が，特に乗用地域が山間で

あること，乗用者がエンジン取扱いの専門家でないこと

等の点から捨て難い利点であると考えたからである。
c，「ブレーキ，タイヤ，ヘッドライト等が優秀でな

ければならぬ｡」

山間悪路の運行の危険性は多大なので，そのブレーキ

装置の完全を要求することは，絶対条件である。特に低

速運行の多い山道では，片足を接地しつつ走行する場合

も多いので，手動ブレーキは勿論，足踏ブレーキも完全

W

一

C後車輪及プーリー）

－－－．9－-一一



林： 山林走駆用特殊オー I、パイについて

電機等）のﾌﾞF-リーに連結（第Ⅳ図ハ参照）することに

より，これら作業磯械の動力源として活用出来るように
した。

e・「森林鉄道の軌条を走行可能なるようにしたい｡」

担当区員がオートバイに乗り，現場へ到る中途に林鉄
がある場合，ガソリン機関車の到来を待つことなく，軽

量な特設のト戸ツコ（第v図参照）に，オートバイを乗
せ，プーリー⑩をギヤー⑬に取替え，これをI､戸ツコの

車軸のギヤー⑧とチェーン腰て連結することにより，オ
ートバイのエンジンを動力源とする簡易なるモーターカ

ーが出来上るようにした。

これが本車の第三の特色である瀞，このことにより，

担当区員は随時林鉄軌道を利用して,′その終点霞で達

し，オートバイを1､ロッコよりはずして更に現場奥深く

走破出来るという次第である。

以上の各問題点をあらゆる角度から考究し設計試作し

'た本オー1,パイの特色及諸元を示せば次のとおりである

3． 三大特色

x強制冷却ファン付で，低速長時間運転が出来，相

当な悪路，急坂も走破可能である。

］エウインチドラム，プーリー等を備えで簡易な捲揚

作業や，自車体曳上げが出来，更

図 に作業機械類の動力源に使える。

露こ濃霧の発生や夜間市街地よりも，暗黒度高い山間

の運行のためには，ヘッドライトは特に光力の大なるも

のとし，更に黄色レンズの補助灯を装備した。

重た特に夜間作業あるいは，夜間事故地点の照明用に

活用すべく，増灯電源用のソケットとコード付電球をも

装備せしめた塗

その他，ガソリンタンクの審量を大にし，サド‘ルは特

に運転者の両足の接地運行に便癒るよう，出来るだけ低

位になし，しかもそのクッションのスプリングも充分快

適であるものを採用した。

d. 「小型のウィンチドラムやプーリーを装備し，本

車エンジンを動力源として，駆動活用することとした

い｡」

強制冷却ファンにより，定置または，長時間趣蚤の可

能なる本車を，単に乗用の歌に使用するのは勿体ない次

第である。一方最近国有林の現業もその作業に諸種の機

械を坂入れているのであるが，本車をそれらの動力源に

活用せんとするものであって，これは本車の第

二の特色である。

第1I:図に示す如く後車軸に｡型のウィンチ

ﾗﾑ④及びブｰﾘｰ⑳を装着してあり，これら矛7
のものは使用をぬ時は格納して置くようにその

7γ

一
〉

潜脱は簡易自在になっている。

しかも,＃鋳咬合のクラッチ⑤の離断により，

後車軸③と後車輪臓離断され，ニンジンを駆動

すれば，後車軸と一体のウインチドラム⑨や，

プーリ戸⑩は回転するも，後車輪は回転せず，

フリーになるように特殊織造に出来ている。

今，ウィンチドラムにワイヤー戸一プ（例え

ば，径4.5mm,長さ20m位）の一端を固定

し，他端をガイドシープ．“⑫3を通過造し

めて適当な根殊等に結着し（第Ⅳイ図参照）エ

ンジンを駆動する時はウィンチによりワイヤ戸

ローブは次第に蟻込まれ，車体は樹染の方向へ

索引される。

このようにして，車体が谷窪地に落ち込んだ

場合，スリップ．して難渋する泥薄地，あるいは

急峻なる山腹等を登行征服することが田来るよ

うにした。

また，車体を定置し，適当な立木等にロープ

により固定して（第Ⅳ図画参照）ウィンチドラ

ムのワイヤーロープ庭より転落材や，土石等の

捲揚集材等をなすことが,可能なるようにした。

一方プ戸リーをベルトにより諸種の作業機械

（丸鋸製材機，ポンプ類，噴霧擬,脱穀嬢，発

、

《
」

－10－



山林走認用特殊オー トバイについて林

第V図 拝泳
恭
凱
遁

ウィンチドラム（例）

珂學蕊諏|経-,潟Yﾃ凛多鳴引容量

‘･""蝿''5…|'…|"鑑擬”"．20ml_=
動力用プーリ（例） ．

幅 型式一最高回転最低回転

7…|撰騨諺｜製｜鎚
,経 l
－

"omml
5． 試運転の結果概要

現在第3号試作車の仮試運転中であって，更に細部に

わたる改良点を探究しつつあるので，正式の数字上の性

能試験結果の報告は後日にゆずることとするが,先般来，

籟榎及び都内世田谷区成城町付近の丘陵地帯の悪路や，

急斜地における試運転の結果から，大要次の如き性能の

結果を確認することが出来,大体筆者の意図する目標へ

の到達に充分の確信を持つことが出来た。

側車体重量は150kgで，取扱上大体無理がないもの

と確信を得た。

(b)神奈川県湯河原駅前から大観道路経由，箱根十国
峠までの急坂悪路を，裕食と走破し，しかもこの連続運

転にもエンジンの,過熱焼付現象は起らず,また平坦地で
は平均時速60km|位は，楽灸と出せることを確認出来た。

(c)勾配約1/3の赤土質の坂路を裕盈と，スリップす

ることなく登行，しかも坂の中途で一旦停車，即ち初速

0度から再びスタ戸トしても，容易に登坂を続行するこ

とが出来た。

値）前述の坂道を逆に下降を試染たが，スムーズに制

動下降が出来た。

(e)急熱山腹をワイヤー画一プをウィンチドラムに捲

込みながら進行することが出来ることも確認出来た。

ぽ）本車を胸高径20cm位の立木にロープで固定し，
ウインチドラムのワイヤーロープの先端に,"30cm

位の広塘封の10尺刺.3本を結びつけ，地曳を試みたが，

安易に捲揚をなし得た。

(9) 3馬力のモーターポンプを動力用プーリーを利用

して駆動を試承たが，その偉力を充分確認出来た。
③以上の移動，定壷いずれの場合でも，エンジンの

過熱焼付現象の心配ほ全然認めなかった。

6．後番

以上営淵曙担当区主任用としてのオートバイ試作，試
運転について，その大要を述べたが，今後更に一層の數
良を誤発し,その完成謬馴している次第であるので,諸賢

の樹臘群I，御揖導を賜わりたくお願いする次篤である。
なお，本オートバイは農・漁村方面にも大いに活用出

来るのではないかと考えているものである。

最後に本試作に穫々御教示，御協力をいただいた淡谷

経営部長殿をはじめ東京営林局作業課,造林課識員並び
に海老原靖正氏の各位に深甚の謝意を表し本概報を終る

こと2する。 （1955.2.10)．

と

、③ギ
I ■

4．山林用特殊オートバイ諸元表

性 能 エ

譲膳鎖謹蝦|制動蹄層灘 ’ 惰行隣層

mlk"|L5ml蠕瀞hl需諭zh
70

km/h
一

重 量求 法

全長|全幅|全高軸距艤攪|車体重到総重量
2淵淵'盤'1機 M:,1 150kg l60kg

エンジン
P･一h

最高出力

PP/rpm
6/4,00

伝導装置、潤滑方式 燃料

誌壁ﾝ蕊ﾝ息
プラン

スプラ

美ﾔｰ' '21ツシユ

比

鯛］
クラ

ッチ

型式型式Fz 今司1

変速

2 3 4

鯵陸握'2"'2"卜"| ユ
雨|煮i蓋'鴬篤
篭,鍵畠|亭シ属罎

駆動装置

ﾁﾆｰｰﾝ'3
〆
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ことである。 しからば「その森林が仕立て上げられた

時」はいつか，別言すれば黄源生産の生蘆売了の時はい

つか，のことが問題になる。

林木の寿命ははなはだ長い，人はいつでも伐りたいと

きに伐れる。伐ればそれ相応に役に立たせることができ

る。すなわち林木はその大さ相応に価値がある。資源生

産の完了時は林木を伐る時ということになる。

資源生産には，年令的に，季節的に，技工的に,,定蓑

つた完了時期がない。しかも林木朧伐らないでおけば悠

久的に資源生産が続けられる。これは林業生産の著しい

特色である。

いわゆる伐期の概念ばこの資源生産の完了の時を計画

上から約束したことである。林木は伐期に到達しなくて

も伐ろうと思えば伐れる。これはその伐ろうと考えたと

きが資源生産を完了させる時である。この時がすなわち

資材生産のはじまる時であるj逆読になるけれども費材

生産を行おうと思ったとき力墳源生産を完了させる時で

ある。

資源生産で生塵吻を収穫するという概念は「仕立て上

げられた森林を実在させること」である。

資源生産物はいわゆる森ｵｳ鍛価として評価されるこ

とになる。

3

資獄生産は，人の用に供するために森林から木を伐り

出す悩まであるから， これは「有を無に帰せしめる仕

事」である。それは常に消費につながるものである。

資材生産はその毫筒菱によって次の二つに分ける。
(B.X.a)立木生産

これは立木のままで林木を処分することである。これ

ではその前段として「この制木を伐ろう」ということが

考えられる。

(B.X.b)製品生産

これは林主自らが伐木加工していわゆる製品にして処

分することである。この場合でもその前段として「この

林木を伐ろう」と考えることが行われる。

「との綱沐を伐ろう」と考える点に掌いて立木生産も製

品生産も共通するところがある。それでこれを菫とめで

資材生産というのである，があとの'H頚にはちがいがあ

る。

黄材生産の生動という概念は「伐ろうと考えられた

林木」である。これを収穫木という。

林内には収謹木のほかにも「伐ろうと考えられない林
木」（要存木という）も-維に立っていることがある。

今たとえば一締内で1000本の立木について，300本

を収種木とするとき，そこには300本の収謹木と700本

の要存木とがあることにな為。

収礎木を考えて林木を調査するとき，その材赤につい

て資材生産がばじまったことである。要誇kについては

林業の生産と

その生産物の評価

州 村田文之助

(30.66受理）
匡津一四一里宇 丁弓寺酋ゴ楠’一己】q‐一一弓 ･一 最前誤り会一一m｣

1

材業の定義について私は次のように考えている。罐

とは溌休を創造し，森休を人生に役立たせるための業

（わざ）を営むことである。ここで森隊とは木立してい

る土地ということにする，すると森林ほある喧瀬の土地

とその上に集団的に生立する樹木との包括概念であると

､､える。

沸業を営むことで物が生産される，これが林業生産で

ある｡林業の営象漣ついて忍は次のように仕訳けている。

第一義(A)･森林をつくり上げる仕事。これを林業の
「資源生産Jという。

第二義(B)｡現実に存在する森林から人生に必要な物

を収穫する仕事。これを赫業の「利用生産」という。

利用生産は更にこれを分けて次のようにする。

第一次(B.x.),資材生産

これは実在する森林から木材を伐り出す仕事である。

第二次(B.n.),副産生産

これは森林力湊在することでその森林に付録的に発生

する生成物を採駁する仕事である。

第三次(B.n.),公益生産

これは現実に森林の存在することがその地方の人の人

生に幸福をもたらす場合に，それは人がその森林から利

益をあげているわけにほかならない。すなわちその森林

からある物力窪産されていると考えることができる。こ

の生産概念のことである。

2

費源生産で生産されるものは「森林そのもの」であ

る。その生産手段がいわゆる造林の仕事である。ところ

で造林の仕事をやっても現実に森林が仕立て上げられな

いときは生産が行われたとはいえない。

この生産は「無から有を生ぜしめる佳事」である。こ

れが林業生産の本質的な仕事でなければならない。

盗源生産の生産物は「仕立て上げられた森林」という

富
寺

■

《
』

合

、

筆者・熊本営林局
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村田：、林業の生産とその生産物の評価

その雲まで資源生産が続けられるわけである。

礎材生産で生産物を収種するという概念隙「収穫木を

処分することjである。収穫木が処分されれば，処分を

更けた者憾必ず伐木加工するにちがいない。たとえば丸

太にし，更に製材品にし，あるいぼ木炭なりに収麓木を

変形し，もしくは笈渡していわゆる刺産物にして市場に

売りに出される。それから消費につながるわけとなる。

一筆として拠蝪された資材生塵物でも，処分の後，伐

木加工し林外lこ殿出し終るまでには数量によってば1年

ないし2年なりの時日を要する。

資材生産の生産物に処分を受けたものが加工してでき

たものが林雪吻ということである。収翻くの処分，収穫

木の加工の必然，ということから費材生這吻を赫極鋤と

いういい方をやるのであるが，考え方を鰯謡にすればそ

れは中間を飛ばした表現である。

以上のように考えることによって，牒者が立木のま

鬘で林木を売ることも生産と考えることができるわけに

なる。そこで収穫木の決定が林業上大切な仕察となるの

である。

4

立木生産の生塵吻は“巡木である。これは職腫,大き

さ，形伏，などについて要溌i竜とほとんどちがいのない

場合がある。そこで立木生塑吻の識別を明らかにする方

法について工夫する必雲がある。

立木生産は収穫木の決定の時にそれが開始し，処分

し，引渡を終了させた時が生産の完了である。

立木生産の生産物はいわゆる林木価として評価され

る。立木生産物の生産原価は，その収穫木に割り当てら

れた資源生産の生産原価，すなわち林木徴用価と立木生

産に要する経斐との合計ということになる。

5

製品生産にはたとえば(1)伐った霞まで売り出す。(2賎

って丸太にして集めて売り出す。(3)丸太にして一定場所

まで擬び出してから売りに磯す。(4)木炭に焼いてから売

りに出す， とかなど色灸のやり方を考えることができ

る。

これらのことば制塞の経営方針によることであるが，

一般的にいえばこの生産では伐沐から加工および搬出ま

でのことが行われる。

製品生産のfi雲の段階を分けると次のようにすること

ができる。

（1）加工資材の手当。これは立木生産で生産物を決定

することと異なるところがない。

（2）伐木，加工，搬出のti亭。

（8）製品の売り払いに関する仕事。

そこで製品生産の生産は資材調査の時にはじまり，鯉

品を処分し，引渡を終了した時に完了する。

製品生産の生産物は製品である。その生産原価は，（1）

収謹木につ心､て割り当てられた資源生産の生産原価（林

木識用価),②伐木，加工，搬出などに要する経饗，(8)製

品の保管,処分などに要する経費の合計である。
ここで生産盗材の価額に相当するものとして盗材価を

概念することができる。そしてそれは立木生産に鐙ける

生産物の価額に該当するわけである。この概念は工場生

産における原料の買入れに類似する考え方である。現在．

ほこれをもって筋の通った考え方としているのである，

が，これについて私は製品生産で賓材価を考えに入れる，

ことは意味がないと考えている。その理由は後に述べる，

ところである。

製品生産の生産物の評価ほ製品の処分予定価額という’

ことで評定される。

製品生産で生産物を収穫するという概念ほ生産物すな

わち製品を売り払うことである。

6

副産生産の生産物はいわゆ為副産物と称せられるも”

である。擁業でこれを軽視するわけには行かないけれど

も，この仕事は単純なことであるから省略する。
7

公挙産はいわば森抹の間撰約効用として露説されて

いることである。これも澗業で生画鵬含の－つであるこ

とは既に述べた。

公益生産は「有をそのままで保護持続する仕事」であ、

る。その生産で生産物と概念されるものはその森林の謹

持により人生の幸福がより増大されるとき，その「幸福

の増大さ」である。公益生産iこよる人の幸福さを「森林．
存在価値」というならば，公益生産の生産物概念は森林

存在価値であるということができる。これは嚥形財」
〆

である。

公益生産で生産物を収護するという概念は「その森林

の存在価値が雷歸鳥された事実｣,別にいえば「その森林の，

実在により人がより幸福に暮せることを認識した事実」

である。

オ棒の公劃生ということはよく唱えられていることで

ある。ことにこの頃幟治山関係，スk源関係，厚生関係な

どからこのことが強く唱えられている。そこで森林存在

佃砿ば「公益代償金」とでもいうべきかたちで評価され

る筋合のものとなる。

林業でこの公益生産はいかなる森林についても「常

に」営まれるものである。ただその程度にちがいがある

だけである。程度の大なるものがすなわちいわゆる保安：

林である。

実際問題として公益生産で公益代償金に相当すべき金

Ｌ一
二

1，

一
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大政： も
奎
毒 え 月

ノは よの

一
が
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
親
の
種
子
は
、
丁
度
、
ス
ピ
ッ
ツ
か
テ
リ
ヤ
を
つ
れ
て
の
散
歩
姿
そ
っ
く
り
で
一

一
あ
っ
た
。
子
供
が
手
す
り
の
そ
ば
に
行
く
と
急
い
で
手
も
と
に
た
ぐ
り
よ
せ
て
、
安
全
な
と
こ
ろ
に
移
す
母
親
一

一
通
淵
蝿
懸
蝋
職
轆
》
聴
醗
艤
辮
鯛
辮
搬
測
糾
綱
購
縦
鷆
鯛
一

一
ら
わ
れ
だ
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。

｝
Ｉ
子
供
を
犬
あ
つ
か
い
漣
す
る
、
あ
ん
な
む
ご
鐙
り
ぁ
っ
か
い
ば
、
わ
譜
篭
は
で
き
な
い
’
一

》
こ
う
い
っ
て
、
義
憤
を
も
ら
す
入
さ
え
あ
っ
た
。

季
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
あ
の
年
頃
の
子
供
だ
と
日
本
で
蕊
月
負
う
と
か
抱
く
と
か
す
る
、
ど
ち
ら
が
子
供
一

鯨
鵬
瀧
鯏
圭
嚇
郷
蝋
纈
搬
雛
蝋
撫
繊
聯
織
雫
蝋
釧
柵
》
螺
雛
一

一
を
鑪
蝿
轤
臓
誇
塗
隷
簾
鵜
艤
嘩
溌
鮮
く
な
る
と
木
の
葉
の
炭
酸
同
化
作
閑
が
錆
と
ろ

一
え
て
呼
吸
作
用
よ
り
も
弱
く
な
り
、
消
蟹
が
蓄
積
を
凌
い
で
、
結
局
死
に
い
た
る
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
か
ら

一
癖
酔
犀
罐
錘
嘩
野
函
嘩
楠
蹄
罐
融
酔
嘩
輝
詠
翻
檸
症
箔
紳
唾
卦
窪
諦
癩
癖
錘
味
皿
牽
霊
鐸
秘
示
語
嵯
班
疵
評
函
一

一
光
線
量
の
少
な
い
木
臆
ど
暗
さ
に
耐
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

》
こ
の
実
験
に
は
か
な
り
の
学
者
た
ち
が
反
対
し
た
。
若
い
植
物
学
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
樹
木
別
の
暗
さ
一

一
に
耐
え
る
度
合
の
順
序
は
山
で
の
実
際
に
あ
わ
な
い
、
耐
陰
性
に
影
響
す
る
土
じ
よ
う
中
の
水
分
と
か
栄
養
分
一

一
と
か
を
あ
わ
せ
考
え
る
よ
う
な
実
験
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
分
析
的
な
立
場
と
綜
合
的
な
一

立
場
に
た
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
主
張
が
違
っ
て
く
る
。

さ
き
頃
黄
変
米
の
こ
と
が
紙
上
を
賑
わ
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
、
医
学
者
に
よ
‘
っ
て
行
わ
れ
た
人
体
実
験
の
一

こ
と
が
あ
っ
た
。
毒
物
の
靜
庇
を
実
験
す
る
た
め
に
人
体
を
つ
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
く
し
に
朧
、
は
な
一

碓
娃
娯
嶬
永
憾
が
睡
岬
旅
浮
唖
鋤
融
や
耗
識
罐
織
串
慨
率
諦
耗
坤
雄
稚
癒
狂
幸
趨
１
世
磁
罐
畔
“
秘
準
睦
蟻
嘩
一

の
経
済
と
か
大
衆
の
保
健
の
た
め
に
は
、
小
数
の
壷
睾
者
が
実
験
さ
れ
る
こ
と
は
い
た
し
か
た
な
い
こ
と
で
あ
一

る
、
と
い
う
大
局
的
立
場
か
ら
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
医
学
者
も
そ
う
い
っ
た
無
言
の
激
励
を
力
に
実
験
を
一

一
行
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
つ
鋤
議
灘
謀
融
灘
灘
添
や
確
恥
溺
翌
灘
や
蕊
雛
諾
鍔
嘩
擁
蕊
翫
竺
賦
謹
｜

｜
て
も
よ
い
。

一
と
か
く
、
結
論
と
か
、
論
理
の
展
開
と
か
ば
重
視
さ
れ
る
が
、
考
え
方
の
根
本
の
立
場
に
対
す
る
反
省
は
忘
一

》
れ
ら
れ
が
ち
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
反
省
を
も
つ
と
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
一

一
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
］

、

ー■一心や■

額（これを公益代償分ということにする）をどうして決 このことに関し，次に述べるような理由によってあな
定すべきか，について現在のところその評定方法につい がち不合理であるとばかりに簡単に片付けられないと私
て何んにも構想されていない。このことは林業算定学が は思っている。

未開なことにほかならない。 (A)資材生産でその生産原価の主要因子である資源
林業会計で工場会計的な計理計算を行う場合に，この 生産の生産原価を求めることに困難が多い。その原因と

公益代臓分を加算し厳いことは林業の特質を全く度外視 しては次のこと力毒えられる。

したものといわねばならない。これは林業算定学の未開 （1）費源生産の生産期間がはなはだ長期にわたる，そ

が林業会計の計理組織の構想をあいまいにしているもの の間において帳簿記帳上に欠ける節が生じやすい。
であるというべきである。 （2）資源生産の生産完了時期について，天然的にある

8 いは技工的に定まったものがない。それでその生産のけ
－波に工場生産の生産物すなおち製造品では,その阪 じめがつけにくい。

売価格は大づか象にして生産原価と事業利潤との合計と （3）資源生産では一筆として処理されたものでも黄材
いうことから決定し得るであろう。 ところが林業生産 生産では幾筆にも分割されて処分されることが少なくな
でその資材生産（立木生産）の生産物の評価はこのよう い。そのはなはだしい例として間伐による資材生産を考

な構想が採用せられていない。いわゆる山元木代金は林 えることができる。ここで資源生産の経費の配算は非常
産物の市場価格から伐出に要する一切の経費を差引いて に厄介である。

求めるところのいわゆる逆算法が採用せられている。林 仏）長期間にわたる資源生産の途中では思わざる災厄
業経済を工業経済にまねて考える場合にこの逆算法は不 が起る。ここで防災，その後の復興手当などに関する経
合理てあるということになる。 費の配算は非常にむずかしいことである。
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日
鵬
の
余
暇
を
利
用
し
て
机
の
引
出
し
の
中
を
整
理
し
て
い
る
と
、
東
京
都
お
知
ら
せ
版
、
と
い
う
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
で
て
き
た
。
そ
れ
は
狂
犬
病
特
集
号
で
、
昭
和
二
十
八
年
に
都
内
だ
け
で
一
二
八
頭
の
狂
犬
が
で
た

と
警
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
統
計
を
見
る
と
戦
後
一
番
多
か
っ
た
年
に
は
二
五
六
頭
か
ら

の
狂
犬
が
で
て
い
る
。

犬
の
専
門
雑
誌
で
読
ん
だ
こ
と
で
あ
る
が
、
愛
犬
国
と
し
て
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
○
○
年
も
前
か
ら
狂

犬
の
あ
と
を
絶
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
四
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
狂
犬
ら
し
い
も
の
は
い
な

く
な
っ
た
そ
う
だ
。
ま
こ
と
に
羨
董
し
い
限
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
東
京
都
で
は
約
二
五
万
頭
の
犬

の
う
ち
で
野
良
犬
が
お
よ
そ
一
万
頭
、
登
録
と
予
防
注
射
を
し
な
い
で
飼
わ
れ
て
い
る
犬
が
約
二
万
頭
あ
る

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
現
状
は
当
分
改
善
さ
れ
る
見
込
承
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

専
門
家
の
話
だ
と
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
狂
犬
病
が
絶
滅
し
た
の
は
、
飼
犬
の
け
い
留
が
徹
底
し
た
た

め
だ
そ
う
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
秋
田
犬
を
一
頭
飼
っ
て
い
る
が
、
犬
と
身
近
か
に
暮
し
て
承
る
と
、
動
物
の

お
そ
ろ
し
さ
壁
で
も
い
っ
た
も
の
が
、
し
ゑ
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
、
わ
た
く
し
は
、
犬
を
飼
う
な

ら
、
つ
な
ぐ
か
、
か
こ
い
の
中
か
庭
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
家
の
中
に
お
い
て
や
他
の
入
や
犬
に
朧
家
人
の
看
視

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
接
す
る
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

友
人
の
一
人
が
仔
犬
を
手
に
入
れ
て
可
愛
が
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
飼
い
方
は
全
く
の
野
放
し
な
の
で
あ

る
。
わ
た
く
し
は
、
専
門
家
の
言
葉
や
自
分
の
経
験
か
ら
、
け
い
留
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
。
そ
の
と
き
の
わ

た
く
し
の
心
の
う
ち
に
は
、
友
人
が
大
い
に
同
感
し
て
、
さ
さ
や
か
な
こ
の
忠
言
を
心
よ
く
受
け
い
れ
て
く
れ

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
期
待
が
あ
っ
た
。

返
事
は
予
期
に
反
し
て
、
犬
を
つ
な
ぐ
こ
と
は
犬
の
自
由
を
束
ば
く
し
て
い
た
ま
し
い
で
は
な
い
か
、
本
来

な
ら
山
野
を
自
由
に
か
け
め
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
身
を
、
人
間
の
都
合
で
け
い
留
す
る
の
は
あ
ま
り
に
も
可
愛

そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
返
事
に
少
か
ら
ず
驚
い
た
が
、
そ
の
後
、
友
人
の
考
え

方
と
同
様
の
趣
旨
が
書
か
れ
て
い
る
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

同
じ
式
犬
を
愛
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
友
人
の
結
論
は
全
く
相
反
し
て
い
る
。
人
間
の
社
会
を
優
先
的

に
考
え
る
の
と
、
犬
の
立
場
を
尊
重
す
る
の
と
で
、
結
論
が
か
く
も
違
う
の
で
あ
る
か
ら
面
白
い
。

太
平
洋
を
渡
る
鵬
の
上
で
見
か
け
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
が
子
供
と
一
緒
に
甲
板
を
散
歩
し

て
い
た
。
そ
の
子
供
と
い
う
の
は
二
つ
か
三
つ
ぐ
ら
い
の
年
で
、
よ
ち
よ
ち
と
ま
こ
と
に
危
な
げ
な
歩
き
塁
り

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
子
供
ほ
、
丁
度
土
佐
犬
や
秋
田
犬
と
い
っ
た
大
型
の
犬
の
よ
う
に
胸
に
革
紐
の

わ
く
が
は
め
ら
れ
て
い
て
、
さ
ら
に
、
わ
く
の
背
の
部
分
に
細
長
い
革
紐
が
取
り
つ
け
ら
れ
、
そ
の
端
を
母
親

、

ｌ
随
・
想
ｌ

も
の
は
考
え
よ
う

大
政
正
隆

一
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(B)次に一歩ゆずって仮りに生産原価が求め得られ (5)資源生産の所濯薙費について，長期間後でその後

たとしても次のようなことがある。 価の合計を求めて見ても金利率を一定に仮定すること;こ

（1）長期間にわたる資源生産期間中には経済界の変助 なる。これは経済界の尭青に常に妥当するとはいえない
は予測し難い面がある。ここで生直京価を求めて見ても であろう。

役に立たない場合も起り得る。 （6）林木は人の気錨次第でいつでも伐られる。人は伐

倒資源生産の生産期間がはなはだ長翻なために当事 れぱ金にすることができる。このときは生産原価のどと

者の世代を異にすることが多い。資材生産を営むものは などから超越して伐ることを行うわけになる。必要に応

後世代のものとなる。これは遺産を処分するかたちとな じて費材生産を営むことになる。

り生誕ﾖ東価に対する関心をうすくするであろう。 （7）林塵吻の価賂憾その時の経済事情によって左右き

（3）資源生産では天然力に依存する面がはなはだ大き れることが大きい。このことは資材生産の生産物の需要

い。このことは生産のいわゆる経費をいくら厳密に記録 に反映する，ある時ははなはだしく高く売れる，ある時

して見たところで，それが果してどれだけ有効に作用し は安くても売らねばならない。ここで生産原価がどうの

たかのことになると，それははなばだあいまいである。 こうのと考えて見たところが甲斐のないことである。

倒林木の価絡戊長は材積成長よりも形質成長によっ (c)逆算法で立木価額を評定して処分するときに，

で艤罫されることが大きい。林木は伐らないでおけぱお 評定価額よりもはるか爬高く売れることがある。ここで

く程太る，太れば太る程う殿はよくなる。太い方は年令 仮りに詞算の諸因子を訂正して高めて見てもこれ以上訂

爬関し難術級数的に比例して変化するけれども形質のよ 正の理窟がない場合がある。これは評定に関する撫頓で

くなり方ば幾何級数的に比例して変化する。ここで算術 人の考え及ばない，数字で表現し得られない何物かがか

的に所要経費を合計して見ても大して役にほ立たない。 くれてあるらしく思われる。こうなると立木価格には骨

－15－
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村田：林業の生産とその生産物の評価

製品生産の生産経菱のうちには林業育成のことが考慮

せられた操作による経菱も含まれることが合理的なはず

である。製品生産の運営形態を工場生産の運営形態に似

せることで林業の経営が合理化されるとはいいきれな

い。従って計理組織で資材価を価想的に見込むことは意

味がない。

（6） もしもここで費材価を負担経費的に見込む代りに

それに相当する経費を赫分育成の考慮に向けて製品生産

を営むならばそれははなはだ林業生産的であるといえる
であろう。

10

以上のことを要約すれば次のようにかくことができ

る。

（林業生産）

A(第一義）資源生産→B(第二義）利用生産

B利用生産

B.x.<第一次）資材生産

B.工・a(第一項)立木生産

B.X.､b(第二項）製品生産

B.H. (第二次）副産生産

B.III. (第三次）公益生産

各生産にはそれぞれ系統技術を概念することができ

る。たとえば資源生産については造林技術が，炎材生産

については収撰技術，加工技術,鍛出技術が，副産生産

については副産物製造技術が,公益生産についてば治山

技術,公益林育成技術が，なお総括的な林業生産につい

ては経営技術，計画技術，管理技術，算定技術，計理会

計技術，立法技術などが考えられるであろう。そしてそ

れぞれに学問体系が職想されるべきであろう。

称業の経営合理化，ということがいつも唱えつづけら’

れている。近頃は林業会計組織や林業労働組織を工場的

に組織しようとする線が強く延ばされている。しかしな

萱品的な性質の因子が含まれているのかも判らない。こ

こで生産原価などは超越して評価される。

9

立木生産の生産物の買受着ば資材立木を買って加章

を行うことである。この場合に工場会計に類似する計理

組織を採用することは意味がないわけではない･けれ.ど

も林主が製品生産を営むことは自分の所有する立木を伐

採し加工することである。銅立木を買うわけではな

い。それなのにそれを買ったと仮想していわゆる黄材価

を支出に見込むことをやって合理的な詐理方法としてい

るのが現在である。これについて私は，こんな観念的な

ことはただ手数をするだけで大して謹朱がないと思って

いる。製品生産事業の成績判断はこんなことのほかに打

つべき手はあると思っている｡

資材価を見込むことが無憩朱であるとする私の理由は

次のようである。

（1）資材価を見込むといってもそれは立木生産と同じ

要領で算出される。ここでそれは市場価からの逆算法で

あることを頭にはっきりとどめおくべきである。（第一

次逆郷）

②次に製品生産の生産物すなわち製品を処分するに

当って，その予定価額の決定は生産原価と利潤との合計

から評定するようなことをやらない。やっても意味が少

ないことは立木生産で生産原価を見込まなくても不都合

とならない理由の(B.7)と同穣である。製品の処分予

定価額はやっぱり市場価から逆弊する方法を採用してい

る。（第二次逆算）

（3）盗材価を見込むといってもそれはただ帳簿操作に

すぎない。しかも製品の処分予定価の決定は逆算法が二

重に働いている。これはただ理窟を追うだけのことであ

る。逆算法が工場会計的の理窟からは不合理であること

は明らかである。逆算法を二重に作用させることは工場瀝鯛らかである。逆算法を二重に作用させることは工場

●

《
』

心

一
』

， がら林業生産は工場生産とは本質的なちがいがある。く

会計的に不合理とするところを二乗的に考えることであ り返すことになるけれども，たとえば公益生産が必ず付
るも 淵発効するとか，生産がはなはだ長期間にわたる有機体

仏）製品生産の生塵吻はその貯蔵が露天であることが を対象とするとかの如きは他の生瞳諜では見られないと
多い。長期の貯蔵には堪え難い。また広い壌獄を必要と ころである。

する。従って時と場合によっては売り急ぐこともあり得 赫業会計組織にしても赫集労侭蝿織にしてもﾎ鐸生産
る。ここで盗材価を含あて生産原価のことを重く考えて の犠長が織り込震れる場合にほんとに合理化されるとい
も霞ずい場合が起る。謝価の見込承はもともと観念的 うものであろう。鐸の公益代輝･の算定式の雛霞，林

数字である。これを考えから切り捨てても処分予定価を 業労働を丹瀞心の譜霧であらしめる茄擁の構想などは実

逆算法で評造する以上は不合理とならない。 に重要なる課題である。一時間何円というが如き労僅鯉

（5）製品生産では生塵完了後において，その糾地では 織では丹精の心はわき出てこない。権繕生産はうまく行
資源生産をくり返し営むことになる。ここで健いわゆる くわけがない。

勤地更新のことや称分保育のことを考えから捨てるわけ これらの問題が解決せられたあかつきにおいて繰会

には行かない。もしもこのことを考えないならばそれば 計の筋が通り，林業労働力甥らかとなるであろう。それ
洞錐生産として製品生産を営んでいるものといえなくな ば科錐生産を繁栄せしあるにちがいない。ここに愚見を
る。 申し上げて皆穣の街批判を仰ぎたいと思います。

－16－
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治山担当者の雑感
1

福森友久
〔309.6受理）

いるようにも思われます。

わたくしは，このことから災害のあった流域の治山工

事はやらなくてもよいなどといおうとしているのではあ

りません。崩壊地は拡大し，崩壊土砂朧不稜定のまま山

脚に増鍍し，土石流の一部は河床の拡張部に堆積して残

されていることもあり，災害の危険は当然予想されるか

らです。もちろん､これらに対してば,浩山工察を直ちに、
施行しなければなりません。ただ， 災害のあった直稜

は，今童で苔むしていた溪床は石肌をあらわした石礫が

累灸とし，崩壊地は毛上もろとも破砕されなんとはなく

荒廃の気がただよっているため災害の潅装を雲以上に

印象しがちであり，また被害民からも強い夢窪などもあ

って，他もかえりゑず必要以上に茄穀を計画する傾向に

なりがちなのを懸念しているにすぎません。発圭地の局

部だけに目をうばわれることなく， 今後の災害はどこ

に, 1，かなる辮目で発生するかを想定し,全体的に広い
見地で施行順位と施設の程度を計画することこそ肝要で

あると思っております。

2．災害の防止は日頃の努力で，治山の現場は不便な
ところに多い

最近でば奥地にまで繩首がのびたとはいえ，それでも

調査するさいには，河をこえ，滝をのぼり，やぶをくくﾞ

り道なき道を歩むのが普通であります。工事を実庁する

さいには，歩道や運殿路がつくられ，あるいは蕊首も架

設されますが，工事が完成すると同時にそれらの索道は

撤去され，這鑑は年とともにくずれて，巡視するにも困

難な状態となってしまいます。

どんな工作物でも作り放しでよいというもので獄なく

その後の維待修繕が必要です。繩首などでは遮股に支障

をおこしたり，人命に危険をともなうことなどがしばし

ばおこるため催繕を怠るわけにはいかないが，治山工事

では危険さは直接的でないため，とかくおろそかとなり

がちであります。

旧国憲林溌程では営林署長は管内の治山施設の維持状
況を毎年一回の定期と事故のあった場合には臨時に報告

することとなっていましたが，必要な時期に必要な黄料

を得るということはなかな力望めないことでした。被害

を早期に発見することができれば災害を未然にふせぎ，

あるいは小さな被害でくいとめるこ4とができます。

1．災害はやはり不定期便

このごろは「災害嫁忘れたころにおこる」といえぽ笑

われそうで，「災害は毎年の定期便」という言葉の方が

一般の常識となったようです。山腹が大きく崩壊すると

か，あるいは土石流のために下流に災害が発生すると一

般の関心はその箇所に集中されます。与論や被害の大小

に応じて，災害地の要求に対しては不充分でしょうが，

他に優先して政府予算もくまれて耕宅地や道路は復旧さ

れ，河川工事も復旧菫たは改良されます。

そのさい，上流には水源地帯の治山工事が施されるこ

ととなり，崩壊地には復旧工事が行われ，霞た溪床に峰
土石流に対する予防施設も行われることとなります。し

たがって，災害の発圭した筐所そのものに対しては，治

山上一応謝篇された状態におかれることになり，このこ

とに関するかぎり，まことに満足すべきごとだといえま

しょう。このように，発生地に対して通常治山工事が重

点的に行われることは，工事を怠れば定期便のように，

同程度の災害が毎年やってくると懸念されるからでしょ

う。施穀の被害復旧は当癖急がねばなりません。 しか

し，つづいてくることの予想される災害にたいして新生

崩域馳の復旧，土石洗溌生攪所に対する工事は，被篝紘

設の復旧とは同じ悩痩をもつものでしょうか，大崩凄が

おきると習短堅地盤が露出します。ここにふたたび，浸

蝕をうけやすい風化物が蓄積されて崩壊する危険のある

層位が形成されるまでほ通常大崩壊はおきないと考えて

もよい場合が多いのではないでしょうか。もちろん，放

っておけば崩壊地の周囲は逐次拡大し，鰄要を続ける場

合が多いでしょうが，それは当初の崩壊の鐵莫とはおの

ずから相違のある著しく小さいものでしょう。また，土

石流のあったあとの篭流は川床を露出していて堪猿土砂
G

をとどめていません。

これらのことから次の災害の原因となる桑j牛がそろう

までにはある歳月が必要であるように判断されます。近

年では日本全体として，災害のない年の方が稀でありま

す。したがって，このことから考えると災害ば年中行事

でありますが， ある限られた地域に関してば， やはり

「災害ば忘れたころにくる」という言紫の方があたって

一

、

4

←

鐘者・林業試験場調査室長揃名古屋営林局治山課長）
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高い安全率で入念な施行がなされ，完成当時は不経済

とまで癖つれる工事さえ，長い年月のあいだ破壊されな

いですごせろということはあり得ません｡！被害は"､さい

うちであれば，安価にたやすく修繕することができる

が，それがやや拡大すると，技#融勺にいかに修繕すれば

よいかホ1､ホト困りぬく場合が多く，しかも経費も予想

外にかさむのが常です。

運搬路がすでに破壊されている場合などは少量の材料

の運搬のために多額の経費を投じなければならないこと

もあります。道路や，溜池や建築物などそれ自身完成と

同時にそれぞれの利用価値を直ちに発揮しますが，治山

施設は災害時に始あてその効果をあらわします。したが

って治山施設ば災害時にこそ完全でなければならない施

設です｡その災砦にそなえての施設が被害をうけること

は常時利用されている施設の被害をうけるのと本質的に

違いがあります。

な蒲，治山工作物は下流へのエネルギーを燐段し，そ

れを蓄積することにより災害をかんわしますが，工作物

が万一破壊をうけることになると，蓄積されたエネルギ

ーは-時に放出され，災害は工作物のなかった陰以上の

大規模なものとなってあらわれます。

このように治山施設の破壊は特殊な惹珠をもってい童

すが，それらの破壊のうち，常時の維持，修理にiって

未然に防ぎうるものが非常に多いのではないかと思われ

ます。山腹工事では完成の翌年，斜面にﾇk製ができ，階

段工の犬走りがくずれ，植栽木の何％かが枯損するとい

うことの方が残念ながら現在の施行技術では普通のこと

でしょう。水流の激突で鍵堤水叩の張石が剥離すること

も普通にありうることで，これらの管理,修繕が工事の

完成後，どのように，どの程度施行されるかということ

は，私達が設計実行するさいの重要な関心事となります

維持修繕のほとんどおこなわれないと予想される箇所

では，将来の維持を確実に信頼し得る工法をとらねばな

りません。このため非常に高い安全率の工法が採用され

新設費に多額の経費を費すこととなります。それでも絶

対に安全を期するわけにはいきません。やばり，常時の

見巡り， そして小破を修繕する日頃の努力こそ肝要で

す。たとえば，国有林では巡視歩道を完備して，巡挽規

程を強化することにより，ある程度目的が達せられるで

しょう。

しかし，民有林では，たとえ被害箇所が早期に発見さ

れたとしても,修繕饗が無いため,そのまま縮せざる
をえぬ場合があり重す。国や采の予算にほ，維持修繕費

は，形郵勺にほんの4額しか誌上されていなし､からで

す。これらの修繕は，土地の所宥者または下$纒孟鏑が

行わねばなりません‘が，土地所盲者が個人で負担するに

は小修繕でも，余りにも経費は大きすぎ，下流受益者の

範囲はまだ不明確で，その訳はむずかしい問題です。し

たがって，この経費は，工事を施行した国また憾県がそ

れぞれ負担すべきではないでしょうか。

治山担当者は自分の実行した施設が，被害をうけたこ

とを知りつつ，放置せねばならぬことは，実につらく，

かつ悲しいことです。た室た蓑，付近に新設工事が行わ

れるぱあいば，経擬を淵瀕したくさえなります。通常，

おこりうると予想される程度の被害の,修繕蜜を，経常的

に予算化されることを治山担当者は常に望んでいます。

このことは，工事の目的を達成するには欠くべからざる

ことであり，また,新設費を節減する大きな因子ともな

ると信じているからです。

3．巨石積堰堤の欠壌

治山工事で堰堤工といえばすぐ練領玉石｡ンクリート

エを連想するほど練穣工が非常に多くつかわれていま

す。これはがいして治山工事の対象となるような上流水

源地では運搬路が完備していないので，セメントは非

常に高くつくが，そのような地域では地質にもよるが比

較的石材が豊富に得られやすいためにセメントを使うよ

り工費が安価です象，とくにセメントの入手困難な時代

ではその不足を補うため，また水流による摩粍に対して

コンクリーートより抵抗力がつよいことなどの理由のため

に多く用いられてきたものと思われます。石彼工作物で

は天端石の脱落の被害が多く承られますが，これはとり

わけ小さい規絡の石が使われたものについて多いようで

す｡天端の癖が脱落すると水流はその部分に集中し稜

石嘘つぎつぎと剥離し定破壊箇所は次第に拡大して下部

を一瞬にして流去してしまうことがあります。したがっ

て当初の積石の脱落を小さな被害とみすごすわけにはい

き童せん。

天端の積石の脱落は流送される石礫の衝禦によるもの

が多いと想像されます。衝撃に対しては大きい石の方が

小さい石よりコンクリー1,との接触面が多くなるだけ密

着力の絶対値が大となり，したがって抵抗力も大となる

ように考えられます。遠藤隆一氏の研究では前肩石の極

鑿に対する抵抗力は築石の長さの二乗に正比例すること

が示されております落また疏送に対してもE.Thieryの

限界流速式によれば控の長い石が短い石より安定であり

童す。これらのことから黒部川麦葡瀞く帰谷では，従来衝

撃によって堰堤がたびたび被害をこおむっていたので昭

和27年度巨石を使っての堰堤を試承て象ました。それ

は巨石をつかうことにより堪堤の比寛は増加し，重力堰

堤として，より安定度を増す利益もあると考えたからで

す。

堰堤の構造は高さ6米，堤冠厚3.2米，水表法1分，

｛
」

ひ
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福森：治 山 担当 者 の 雑感 （1）

要ではありません。鍵行の練鍾ﾆでば，空鈎二の認方

そのままの手法が主として採用されていますが,穣石が

脱落することは，識石とコンクリートとの付着力が，コ

ンクリート自体の鍵巣力よりも劣っていることを意味す

ることから積石と積石をコンクリートで完全に緒合させ

ることがより大切なことであると思われます。この施工

は,積石が小さく，重量も軽い場合は比較的容易ゼあり

ますが，縦責と重量が，大きくなればなるほど，困難が

加わってき堂す。巨石瀧灘越慰施工のさい，胴込み，裏込

承のコンクリートの填充にばとくに留意したわけです

が，充分満足する程度に入らぬため結合度が著しく劣っ

ていたものと思われます。

近年，セメントの供給は潤沢となり，また，“路が

舞池に霞で延び，セメントの運賃が安くなり，コンクリ

ートエが，積石工より安い熱湯もふえてきました。コン

クリートエが水流の摩粍にたいして弱い点も，放水路部

分だけ良賀の石をすえるか，あるいは摩粍に強い膠墳コ

ンクリ戸1､を，厚さ20～30糎に使用することなどによ

り防止することができます。 ・

これ腱反L,良い石材はなかなか得がたく，良い石工

もすぐなくなりました。また得られたとしても良い石工

ばがいして職人気質で，その気分で仕察が狂わせられる

ことが性をあります。

さらに，津とコンクリー1,とを緒合させることに施

工上困難が伴います。これらのことから，今後の治山工

事の狸是といえば，玉石コンクリート堰堤を章鰻する時

代が早晩くるのではないかと思っています。（未完）

水裏法2分で積石の面は1米，控は1．2米程度のもの

を用いました｡面と控の比をもつと大きくしたかったの

ですが適当な石材が得られなかったためにできませんで

した。しかし， 1ケ当り標準1．8屯位の重量となり人

力ではとても作業が困難であったため，ケーブルを溪流

を職断するものと，溪流に平行するものと2本あり現場
約100米区間を，電力でクレ戸ンを運転して採取，運

搬，稜石したのであります。

昭和28年9月，黒部川下流ぱ50年ぶりといわれる

大洪水の被害をうけ，堰堤の上部織造の大半が破壊され

てしまいました。この堰堤より上流約1,500米の箇所に

約50ヘク友一ルにもおよぶ大崩壊地があります。浸蝕

がさかんにおこなわれており，それより長年にわたり生

産された士石が両岸，川底とも岩が露出したV学型の溪

谷の内に堆績されていました。この土石が豪雨のため溪

谷を一きよに流出し，堰堤に激突したのであります･ 、

被害のあとを調査して象ますと，懸念したとおり，流

送石礫により衝撃された積石の離脱部分が，大きな被害

のいとぐちとなったように思われました。

巨石積堰堤の下流にあった小さな石（面30糎，控45

糎）で築設された既設堰堤も積石部分に多くの被害をう

'け霞したが巨石縦堰堤に比較して被害の程度は軽微で

した。巨石穣堰堤の被害の大きかったことは，最上流に

あったため，土石流の撃突力を最も大きくうけたためで

しょうが，次のことにも原因したのでわないかと推察さ

れます。

巨石と小さい石とのぱあいを比較し堂すと巨石の方が
衝撃力に対する抵抗力の絶対値は大ではありますが，そ

の抵抗力をこえた衝撃をうけた場合には大きな被害とな

ってあらわれるということですも

このことは，丁度，無林地と有林地との崩壊の状況の

相違に類似しています。

すなわち大豪雨で,無林地が崩壊するさい,比較的浅
い崩壊というより浸蝕面といった方が適当な多数の崩壊

が降雨の継続につれ次々と生じてき童すが，有林地の場

合は，深い根網層で崩壊に抵抗して，くずれにくい状況

を呈していますが，大豪雨がその極に達し地塊の落下力

が抵抗力をこすと，一きよに大規模な崩壊となってあら

われることです。

このように，巨石銭堰堤の破壊は，巨石を使い抵抗力

が大であったために反って，被害の潅度を深めたものと

考えられるわけです。

なお，施工法よりみた場合，空積工では石組の良否が

瀧造物の強度を左右しますが）練績工では，織造物を一

ケの個体に織成することが必要で，積石とコンクリ戸ト

銃密着されてさえおればよく，石相互の配置はあまり重

一
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赫業における地価地代及び利子率
一小松頼三氏の所論に関連して－

田良一坐(30．9．3受理）

一三一空。三三副画一■●一~ギー 季一一部一●－－~
＝＝

したものがいわゆる立木価格の市価逆算方式である。か

くして立木価絡は森林の位嚴すなわち市場までの経済的

距離の大小に応じて著しい差等を生ずることとなる。そ

して位謹の良否ほ林業経営にとって全く外部的に規定せ

られた条件であるが，かかる位置の優位性は土地所有を

通じて排他的に専有せられうる。ここに差額地代発生の

根捷が存3-るのである。さてB,4式において，他の条件“

，が同一であれば主伐収穫A珊の多擬はそのまま評定地価

B,‘の高低に反映する。そしてこの赫地の年食の地代は

B,j0.0pとして直ちに計算せられる。かくしてわれわれ

ば，森林の市場に対する交通地位の優劣力泣木価格を媒

介として林地の地代に対して差等を生巷しめ，差額地代

を発生せしめることを知るのである。なお交這地位の相

等しい林地に鑓いて豊度の差異が存する場合にも，上と

同様淀差額地代の発生を説明することができる。

以上幟差額地代Iに関する立論である。そこでばB,"

式の構成因子のうちA"以外はすべて所与と考えた。し

かしこれらの因子のうち輪伐期u及び経営費CD Vは林

業経営者が自由に増減しうる経済量である。差額地代工

を生ずるような林地では，経営者が輪伐期の延長ないし

経営費の増投によって集約度の増進を図るとき，算出せ

られるBf6の値，従ってまた林地の地代はある限界まで

は増大をつづけるのである。かかる関係は林業地代論に

おいて差額地代工からnへの発展として捉えることがで

きる。（ただ石渡氏の著書では差癖世代江の分析はまだ

十分といえないが，この点については稿を改めて論じた

い。なおここではもっぱら育成的林業が問題にされてい

るのであるから，最近の林業地代論の重要な一側面たる

原生林地代については論述を避ける｡）

次に造林費及び管理費について。これらの費目はいず

れも労賃部分と物財幾部分とから総成せられている。ま

た労賃が労働者の生計を鵬寺しうるだけの生活盗料の価

値に等しいものとすれば，それは更に農業起源の生産物

の職入に向けられる部分（穀物部分）と工業起源の生産

物の蛎入に向けられる部分（市場部分）とに分たれる。

そして経営の市場に対する経済的距離力韓くなる程,前

者の絶対額は減少し，後者の絶対額は増加する。次に物

財費は通常工業起源の生産物よりなるから，その絶対額

エ

小松砿三氏は本誌第157号に「林業における地価と地

代の意義について」と題する論文を鐙そして鮪られる°
この論文に満いて，同氏は最近問題になっている差額地

代理論こ基く撚謂池代論腫厳しい批難を加え,地価及び
地代はいわゆる土地純収益学説に従って林業利率を媒介

として理解せられねばならないと主張せられた。けれど

も地代に関するこれら2つの考え方は，果して同氏のい

われるように全く排A鯛勺なものであろうか。われわれば

この点に関連して若干の考察を試み，槻公氏への批判に

換えたい。

まず結論的にいえば,従来の伝統的な地価学説と最近

の林業地代論とは問題の全く別個の面に焦点をおくもの

であり，従って両者は決して排他的な関係に立つもので

はない。小松氏は取扱われている局面の差異を完全に無

視しておられるように思われる。

さて所与の面積の1繩に関する土地収益価の計算式

B,.=A"+XD,"pIf-竺二昌型塑一ﾕｰｰを考察の出発
1.0pｵ4-1 0.0p

点としよう．

Bf"式の右辺に含薫れる各種の経済量，換言すれば林

對蜘鵬を規瑳すべき因子はおおむね次の4種類よりな

る。すなわち(i)主伐収穫A“及び間伐収穫D", (ii)
造林謎c及び管理喪v, (iii)利子率p, (iv)輪伐期u

である。このうち輪伐期の長さば通常B?&の極大値を与

えるように決定せられるから，ここには直接問題としな

い。それでは(i)(ii)(iii)なる3種の因子は林地価絡

む形成に対してどのように機能するのであるか。

《
一

●

一
一

江

まず収穫の面について。簡単のたあ間伐収穫を0と仮

定する。さて伐採の対象としての立木の価絡は市場に鮨

ける木材価絡を基礎として導き出される。ここに木材の

市場価格は社会的な需要と供給との関係から決定せられ

るもので，個食の林業経営の立場からみれば所与の経済

量である。従って立木価絡は約言すれば「市場価格（一

定）一伐出運材費」にほかならない。この関係を公式化

一
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半田：林業における地価・地代及び利子率

雄市場から遠くなる程増大するといわれる。しかし林業

経営においてば物財費のうち苗木代の比重が最大であ

り，苗木は工業起源のものではないから，かかる一般的

な傾向はあてば茨らない。

以上はチュ戸ネンやプリンクマンの考え方に徴つたも

のであるが，ともあれこのような種点の傾向から交通地

位によって制桑の経営費にはある程度の差異を生ずるこ

とが想像せられる。ここにもまた差額地代発生の擬拠が

見出される。しかし識須地代のうち溌拳識の差異に基く

部分は実際にはわずかであり，かつ関連する因子も蕊雑

であるから，あまり問題にされていない。

第2図

Sノ

γ’ 一一一

ノ

１
１

0 N
皿

それでは利子率pはどのようにして決定せられるか。

いう童でもなく利子率は蔑本用役の価格であるから，経

済主体間に費本の穆振が自由に行われるようなd:会で

ば，資本に対する需要と供給との関係から利子率の高さ

＃ま一義的に定められる。しかしわが国の科桑の場として

の山村においてば，かかる資本の移動は地理的社会的条
件によって制限せられており，林業経営に用いられる資

本ば自己費本が支配的であるから，統一的な利子率が形

成せられ難い。従って個共の経済主体の見積る利子率

は各人の主体的な事情によって左右せられることが多

い。（熱そしてBf&式によれば評定利子率が低くなる程
評定地価ば高くなるわげである。

さてある山村において，交通地位及び豊度の等しい林

地に対して潜在的に一群の売手と一群の買手とがあり，

各群の各人ほそれそれの主観的な評定価絡を以って林地

を売却または雌入する用意があるものとしよう。いま第

1図のように横軸に林地面積，縦軸に単位面積当り評定

地価をとる。まず売手について桑よう。図のoQ1は評

定利子率の最も高い（従って供給価絡の最も低い）一群

の人なの売らんとする林地の総面績で, PIQIはその評

第1図

一

定地価をあらわす。同様にQ'Qgはこれに次いで鮒瓶を

低く(P2Q,として）見穣る-群の人盈力擁却せんとす

る置瀧である。このように潜在的な林地供絢薗談を左か

ら右に向って並べると，図のような種伏図をうる°そし

てこの柱の頂点を連結したものがこの山村での林地の社

会的供給曲線に臆かならない。なお一般には供給曲線は

第2図のSS'のごとく連続的な曲線となる｡‘われわれ

は全く同機に林地の需葵曲線DD'を描くことができ

る｡そしてSS′とDD′との交点Pから両鋤こ垂線

PM, PNを下せば，均衡的な林地取引価格0Mと，

その価絡によって売買せられる林地面穣ONの大きさ

を直ちに決定す輯ことができる。従ってかかる地価を与

えるべき利子率の商さも一応答穏的に示されること迄な

る。

しかしながらこの場合需要曲線のみならずf職曲線も

またぎわあて主観的な基礎に立って形成せられているこ
とに注意せねばならない。この点は一殻の商品市場に溝

ける単純な交換の理論が需要・供給両曲線の形成を説明

する場合と同様である。すでに市場にもたらされた商品

について承れば，生産費は直接には価格形成の要因とな

らず，むしろ需要者と供給者とがその商品の将来価格を

どのように予想(ここではごく短期的な予想)すあかとい

うような主観的な態度の差異が需要･供絵両曲線の形成

の整礎となることが多い。もちろ･ん少し期間を長くとれ

ば，こうして成立した敢引価諾と生産費に基く短揃正常

価格との間に差異があれば，生産錘の増減によって直ち

に調節が行われるであろう。ゆえに褒実の取引価絡が正

常価絡から著しく離れること朧まれである。かくして正

常価絡は現実の坂引価絡の一応の目安を与えるものと考

えられる。しかるに林地の評価に粕いては客穣的な利子

率⑳高さを決定しえないために，現実の駁引の目安とな

るような地価の水準が存在しないことが多く，ために林

地取引価絡には非常に著しい変動がみられるのである。
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半田：林業に鐙ける地価・馳代及び利子率

要であるという小松氏の指摘は正当である。ただ利子率

が一定なる限り地価の差等はそのまま地代の差筆に反映

するのである。そして最近の林業地代論はこのような地

価と地代との関係を理解しないものではない。そこでは

農業地代と対比し富た原生林地代と比較する上から，ま

ず分配論上の概念たる地代を出発点とするものにほかな

らない。翻ってわれわれが一つの地方あるいは国民経済

を対象として考察を進める限り，その内部の称地相互間

に幾度やお函地位の差異を認めな↓､わけにはゆかない。

そしてこの点の理解にこそ差額地代理論の重要な意義が

存するのである。

以上筆者はzI紐氏の論文に関連して問題点の整理を試

承た。同氏並びに同学諸賢の御批判を頂ければ幸いであ
る。

(註）その主な要因は(i)経営者が林業以外にいか

なる長期授盗機会を有すか(ii)彼が将来の社会的

経済的変動をどのように予測するかという2点であ

る。前者については経営者の知識･能力・資産状態

などの相違によって授賞機会の範囲にもかなり広狭

があり，従って彼がかかる投資から荊待する利廻り
（機会収益率）にも差異が存するオブけである。そし

て彼の林業に対する評定利率は機会収益率に等しい

と考えてよい。ただもし現実の林業経営者が略を同

質的で個人的事楠にもそれ程大差がないものとすれ

ば，ほぼ同程度の機会収益率が見込まれるであろ

う。そして一殻の小農的林業経営にとっては，林業

以外の投資磯会としてば銀行への長期預金などが最

も有利なものであろうと想像せられる。ゆえにもし

j私氏の述べられるように銀行長期預金利率を用い
て評定した林地価絡が全国的に現実の取引価格に近

い値を与えるものとすれば，上の想像は実証的に裏

・づけられたこととなる。

次に将来の変動に対する予測の問題について。

B,‘式の前提たる間断的汐騨営においては，更新

から収穫まで糎長い年数を要するから，造林投資の

効率を計算する場合には遠い将来のｵ銅価格を予想

せねばならず，また利子率については将来の変動に

対･する危険の要素を見積らねばならない。しかし数

十年の将来における木材価籍を予想することはいか

なる人にも困難で，実際には現在の価絡を基準とし

て精を多少の値上りを加味ずる程度であり，予想価

絡の主観的な差異は比較的少ない．錨ろう。一方こ
れに対して将来の危険をどの程度に見穣るかという

ことば全く個人の性絡などの主観的事惜に支配せら

れるのであり，この面からも評定利子率庭は著しい

差異が生ずることとなる。
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新潟県農林部林務課研究普及係編

水槽装置黒炭製造法
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新潟県林業協会刊緑

｜本書は,新潟栄農林部林務課専門技刷稽及員(林
（鰯と学部門)渡辺太助氏が，製炭指導35年の実際
|経験を生かして考案し,昭和28年新潟県技術賞を

|驚繍鑿鴛華鴛驚鑿皐際潅総
1 63頁，写真45\,図表7部を挿入し，非売品と

|
築窯されておる外，他府県からも照会や視察が相次

いで鯖る現況である。

I 原理とするところは，炭材の構成部分によって異

|蕊譲辮鯛鷲撫蕊蒙
|対流熱により炭化の推進を図るものであり,製晶の
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Ⅳ

最後に地代の概念について一言する。地代の概念は本
農業において発宝したものであるが，農業で侭毎年1来農業において発生したものであるが，農業で嫁毎年1

回づつ収穫が挙げられるから，静態においては「年盈の

土地細便益＝年地代」となる。そして難輌は地代を資本

化‘して罰算せられるから，地代はむしろ鮒加に先行する

概念である。そのため材業においても蜂の撫念をその

まま用いて，地代なあ語を「年馳代」の意珠に用いるこ

とが多い。しかし間断経営では輪伐期ごとの「鋤X益」

と年点の「地代」とは一致しない。ゆえに年地代を算出

するには繩I又益→地価→地代という討算の過程を辿らね

ばならない。しかもわが国ではほとんどすべての礫経

営者が「土地十隻本」の所有者であって資本家的な基礎

に立つ借地林業のごときばほとんど承られず，地代支抵

契約の事例もぎわあて少い。ことに林地に対して年路地

代が支裁われることなどば皆無に近い。従って現実の問

題としてば獄地の「地代」よりも「地価」の方がより重
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上を補強し,Dが落ちついたときに環(2)を支える。

ちょうど（3）の下にある環（4）は鑪戸ルをたたんだ

ときに,Cの下端とBの間で索が切れるのを防ぐために

Cの下端とBの間に隙間を与えるためにある。Bの頂上

にある滑車(5) (Eig.2と3)は管Cの中心線上にあ

る。Bの頂晒に刻承目があるので，滑車の縁がBとCの

間の隙間に入ることができる。こうして，索が自由に動

けるようにしてある。長いネジがポールを短かくしたと

きに，プーリーが下のプーリー（6）を打たないように

「トメ」 としてある。プーリF(6)は寸法が大きく

て，第二の索を結びつけるようにしてあることを除けば

ぐ5）と同じである。ツ犬のある底のブタ（9）と(加）

は管のT端の中央にある。各殉の索は戒9.2にしめす

ように管壁を斜めにとおった後別禽のブタに結びつけら

れる。この方法のため，ひっぱり伸ばすときにブタが滑

車の縁に突き当らないようになる。そしてポールの強さ

を増す。底鄙のブタ（11）はホコリが入らぬためにあ

る。数個の小さい索の留金が索を引っ張る握りとなる。

そして－番上の留金は穴のある環（8）の下で受けとめ

られる。他の全郵の留金や環やその他のものはネジどめ

してある。部品の自由に動ける余猶は64分の1吋であ

る。

材料費は管に20.85ドル,索に6ドル台とかネジをつ

けたりするのに6．23ドルかかった。

ポールは高さを表示するに，色別を使って1沢長さの

バンドでペンキ塗りしてある。つまり，赤いしるしで

5沢と10限のレベルを，青で2沢と7沢のレベルを，

黄色で3沢と8沢のレベルを，その間の間隙を自然のア

ルミニウムぞ表示している。 エ人で使用するときは，ポ

ールを幹のそばに置いて樹冠を通過して伸ばす。鑑－ル

をこうして支持して，操作者は，高さを直按色別によっ

て2分の1沢まで読める。より固い合金を使えば，強度

を増すであろう。 4分の3吋より小さい管は曲がり易

い。50灰以上の高さは,底部により大きい直経の筆－ル

を加えることにより得られるであろう。

小さい木はいっぱい伸ばさずに測ることができる。管

りほ単独に12沢かそれ以上の木に使うことができる。

Dをたたんだ準一ルの上に伸せば23沢以上の木を似啄I

に測ることができる。Dを除いて（あるいは逆にして）

BとCを伸せば34沢のポールとして使える。

現在の型のポールば1人で耀休で高さ30～50沢の高

さの立氷を500回測定して試験された。この正確さに加

うるに，密生したﾎｨ分でポールを使用すればAbneyの

レベルとテープで要する時間のわずか3分の1かそれ以

下の時間しか要しない｡製作費の錨扮は一夏の間使う
ことにより，また労賃を節約できることによって相殺で

きた。(JburnalofForesrmyd.MarChl954より）

一一一一ーー一局一一一区ニニーーー●6 戸一一 一ヴーーー】

45沢の測高用のポール

☆

丘
〈 頭正寛訳

(30.4.ｴ1受理）
,p一戸. 両一 一▲一一一一‐一ー函三や ｡｡｡~－9 雨 B 、｡

各種の測高用のポールカ毒案されているけれども，こ

れらは主として高さが25～30沢より低い樹木に適して

いる。これより高い密生した若いﾎ街でAbneyのレベ

ルや測高器を使用することは，時間がかかり，視界が限

られているためあまり正確でない。これらの考えから，

1人で用いられるたた桑こむことができるアルミニウム

の承一ルが作負れることとなった。このポールは45沢

に伸ばすことができるが， このたたみこんだ長さは13

雅沢である。この重さば12'んポンドで，車の荷台を

使って容易に遥般できる。

溌置の諾細については,Fig.1～4にしめした。根本

的には，この誤一ルは狸ム吋から7/8吋までの順に外

側の直径の小さいA, B, C,D(Fig.1)4本の標準

の長さ12呪のアルミニウム合金の管からできている。

一看上の管のDはCの中にきちんと入り逆に入れること

ができる。しかし使用しないときば,DをCに固定する

取り除くことのできるピンが考えられている。CはBの

中に, BはCの中に適当な直径のツパでとまるようにな

っている。管の間に隙間があって1畑吋の航空磯に使う

索（ケーブル）が自由に動くようにしてある。

伸ばす方法はFig.1と2で明らかである。ゆるめた

索ほ管Aの_上部のプーリ戸の上を通り，管と管の間を通

ってBの底に結びつけられる。第二の索嫁一端は管Aの

上のプーリーに結びつけてあり，管Bのプ戸リーを越え

てCの直郡に結びつけてある。こうして（6）にかけた

索を引っ張ることにより(B)が上る。そしてプーリー

のAB間の晦誰が増すので，次第にCが上ることとな

る。ポールが有効になるのはこの避吉して上るためであ

る。ポールが識､伸ばされると，主索はAの上(Fig.2

と4）にある穴のある環（8）を通る。この環のところ

で小さい留金（7）でとめられる。

必要な識瀞はFig-2の縦断図でしめされる。2個の

栓（1）は分離できるポ戸ルDの端を保護している。環

（2）はりのいずれかの端がCの中にさし入れられると

きに「トメ」として作用する。環（3）はポールCの頂
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明治12年（1879）創設せられた内務省山林局より山林

の事務一切は，新設の農商務省山称局に移管せられ，同

15年5月（1882）に森林法律案を大政官に提出し，よう

やく明治30年4月（1897）森林法を制定公布するに至

り，また明治18年（1885）宮内省に御料局を設澄し，

同22年（1889）長野外5県の官林あるいは官有山林原

野を御料林に編入し，御料林制度の確立を逐次計った。

一方林業教育の普及発達に努め，農商務省東京山林学

校を創設（明治15.年11月）するに至った。また民間

団体の活躍もめざましく，大日本農会設立の翌明治ﾕ5年

に朧大日本山林会及び大日本水産会の創立となり，これ

ら会団の穰関誌の発刊と共に，植物学雑誌並びに地学雑

誌がそれぞれ明治20年（1887）及び同22年（1889）

に創刊せらるるに至った。

政治方面でば三新法（明治13年．1880制定）の梗本

的変革による自治制度の確立（明治16年．1883)｡内閣

制度の設置（明治18年．1885)｡帝国憲法の公布（明治

22年･ 1B89)｡第1回帝国議会が召集（明治23年11月・

1890）せられ立憲政治が確立せられた。

他方経済界は日清戦争の影響を受けて著しく発展した

が，この好況時代も戦後30年頃より去って不況時f唾

突入するに至ったのである。

2時代の概観

A政治

a政黛及び政府

明治14年如月11日（1881）の政変（明治天皇が

同年10月11日東北御巡幸を終え還御せらるるや，伊

藤博文等の薩長政府は与党の象で御前会議を開き，大隈

とその一・党を悉く官界から駆逐せしめたる事件）の翌日

すなわち明論14年如月12日，明治23年を以って

「議員ヲ召シ国会ヲ開ク」旨の詔勅が下さるるや，自由

民賑の使徒嫁意剣噸に昇り，沼田守一・松田正久・河野

広中等の急進派は，早くも自由党を組織したが，この自

由党は前の国会期成同盟会及び玉佐派の自由主義者を合

流して，一大政党を創立せんことを策し，同年10月18日

浅草弁生村楼に後藤象二郎を議長として， 協識会を開

き，党主に板垣退助を推し，総理以下の役員を選び，こ

こに始めて形態の整った政党の出現を見るに至った。

「自由党」ひとたび結成し，自由民権を呼号するや，政

党を組織する者前後相次いで起った。すなわち大阪にお

いては，土倉圧三郎（天保11年．1640大和国吉野郡川

一上郡大施村に生れ，’6才に1ﾉて父に代って家業に当る
その間吉野川流域において材木方総代選出に尽力し，29

才の畷I噺の政変に際会し，日銭に対し努力す。後年衆

議院議員。林業林政の功労者）等の自由主轆者が糾合し

て，『自由党」の別動隊ともいうべき「立憲政党」を組

織し，噌由党」の副総理中島信行をその党主に迎えて，

一一一一ぷ？一一一匡奉;Ipj生産一一一

撚業技術の

発展鐙濯

（6）

石川利治
(30.6.13受理）
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今

1はしがき

制業とは森林を対照として，経済主義による欲望充足

行為であると断定するならば，林学は本磁において，あ

る目的を前提とする科学．即ちある特殊の目的の下に法

則の研究をする応用科学であるが，その実体においては

綜合科学であって，一般に経営・生産・林政等に分類せ

られる。また林業技術とば洞学の実行的方面であって，

具体的特殊的のものである。なお森林の観念については

横に農業と相錯綜し，例えば栗林･筍林・漆・三種等の

栽培地等の如く分別しがたい点があるように，また縦に

は林産製造のように工業と*睡渉して，容易に分ち難い

もののあるのは純正科学と異なって，応用科学の特殊性

と見るべきである。

以上の観点より林業技術発展過程上創草期（織田信長

,時代頃より明治14年頃まで）（既に本誌に掲載）に引き

続き続編として，その建設時代と思料せらるる明治15年

‘(1882）より同31年（1898）頃までの林業技術発展過

程を雲rす･る事とする。

この期間は，林業経済の発達の過程上からは，副産物

経済時代を脱して薪炭材経済時代に至り，更に地方的条

件または森林所有主のいかんによっては，用材経済時代

に侵入した時代と見るべきである。

明治]4年4月〔1881）始めて農商務省殼羅と共に，

。
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石川；林業技術の発展過程（6）P

大いに気勢を挙げた。

これより先，共上毅の率いる右傾思想家を以って組織

した，「紫漢会」と称するものがあって「自由党｣に対
抗せんとした。これが熊本国憲党の濫鰻である。しかる

に一方九州各果に割提していた「玄洋社」その他の地方

政社唯，明治15年3月「九州改進党」を組織しず 「自

由党」と気脈を通じ，他方「紫浜会」と相争った。

政府を麹つれて在野の人となった大隈重信は，既に国

会開設の詔勅は降下し，彼の多年の抱負を実現するは将

にこの秋に在りとし，政敵板垣の向うを張って政捻組識

を志し,彼と共に官界を去った河野敏鎌･北畠治房．前

島密等と*蟻り，哩鳴社(尺新八の熟生より成る）・東洋

議政会（慶応義塾出身者を中心とする）・鴎渡会（一名

大学派と称し，学生中政治に興味を有する者より成る）

を櫛成要素として，明治15年3月4日「立憲改進党」

を組織し，大隈重信を総理に，河野敏鎌を副総理に戴

き，約束.綱領を議定して，政党的活動を開始した。こ

こに在野の五大政党朧劃然と対立するに至った。

「改進党」の結成に次いで，明治15年3月18日福地

源一良痔によりr立憲帝政党」の組織を見たが，この帝

政党は自由主蕊・民権主義を高唱せる左翼派に対抗して

高天ケ原の由来を解説し，古事記・日本書紀を証典とし

て民間の政論と戦った。従って， その傘下に集った者

は，封建時代の残津である旧士族･神官・僧侶．町村役

場の吏員・小学校教員等であって，全然守旧復古主義を

鼓吹し，帝王神権論を称導する右傾派の陣営であった。

閥族内閣の御用党を金溝板として，盛んに藩閥政府を謡

離し，官僚政治に随喜し，政府の番犬として忠実に御用

を努めた。 ．

かくの如く「自由党」の左翼結成に対し，「帝政党」

は右翼臘鐘であり「改進党」は中間的団体の位置にあっ

て，三派鼎立することとなった。自由改進両党の対立．

政府の政党弾圧・藩閥政府の政党撹乱・自由党の解体と

帝政党の壊滅・大阪事件・改進党の動揺・保安条令の発

布.伊悲博文の政党政治否認･第一回衆議院議員選挙と

自由党の更生・陸奥の民党切崩し・自由改進両党の合

流・総選挙と品川の大干渉・自由党と伊藤内閣の提携．

進歩党の結成・板垣の入閣と伊藤内閣の崩壊.松方の進

歩党との絶縁･極隈内閣の崩壊・自由進歩合流して憲政

党の成立・大隈板垣の恋政党内閣・星の快腕と憲政党の

分裂･恋政党内閣の瓦解等を幾多の権謀術数的事件を自

己政党の内部より， あるいは外部より， または受動的

に，あるいは能動的に経過して，明治中葉の政党分野は

下記(表ユ)の如く結末をつけて，明治後期へ移行した”

○第一回衆議院議員選挙結果（明23.7.1執行）

派
派
党

由
守
進襄

３
６

55愛国派

21中立派

18無所属

大同派

九州改進

官吏
《
一

O第一回帝国議会の陣営

第一回帝国議会ほ明治23年11月29日（1890）閉

会せられたが，政府を提げて光栄ある初期の帝国議会に

臨むものは，

総理大臣伯山果有朋内務伯西郷従道

陸軍伯大山澱司法伯山田顕義

大蔵伯松方正義逓信伯後藤象二郎

タ躍子青木周蔵海軍子樺山．資紀

農商務陸奥宗光丈郎芳川顕正

等の官僚政治家を以って固められ，大成会の70名及び

国民自由党の35名を，左右両翼下に澄いた。これに対

し，在野党は立患自由党の130名及び立憲改進党の廻名

合計171名で，‘他の所属不詳のもの25名を政府側に数

えても，在野党は断然優勢であった。

○臨時総選挙結果（明治25.2.15執行）

す

P

一弥生倶楽部

党一議員集会所

一独立倶楽部

(自由党)94
－中央交渉部95

(改進党)38吏党一
一無所属 4231

《
洞
一

民

○第三回総選挙結果（明治27.3.1執行）

同志倶楽部24

(表1） 党政

板垣退助
中島信行

板垣退勤
板垣退助

一愛国公党一
明治7年(1874）

大隈重信

雨蕊篭月溌函 明治29年2月(1896） 明治31年11月(1898）

西郷従道

踊穂霧詮呵蹄澱鳳議,0,鯛驚2,…",”
品川弥二郎
国民協会一

”
明治31"n月(1898)
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罪使派遣を以って事件を解決す。

○官吏服務鍵律を制定。

○戒厳令を制定。

明治16年○山県有朋（内務卿）は地方制度の梗本的蕊革

（1883） を企図す。

官僚と公選戸長等官民の衝突は自治運営に支

障を来したので3新法の欧正を行い，戸長官

選の逆行政策をとるに至った．

○裁判所の減少と管轄区域の整理を行い，更に

各般の改正を実施6

○新聞紙条令を改正。

保証金制を設け，処罰を重くし，機械の没

収・著作者処分の規定を制定した。この頃小

新聞の発刊縦出す。

○国文社の訴訟事件。

当時までは有限・無限の責任すら法律上充分

でなかったが，同事件によって始めて解釈が

一定した。

○官報を発行す。

明治Ⅳ年○山県嘘内務首に町村法調華員を識置し，町

（1884）村法を起草せしむ。

18年6月稲を終えたが，更に研究を進めしめ

た。

○伊藤は宮内省に制度取調局を設け，自ら総裁

となって各般の制度を革新すると共に，憲法

の立案に尽力す。

華族令の制度もその一つで，後日伊藤自身そ

の不条理を悟り，改正の必要を告白した。

○地租条令を改正。

その後明治18．20．22年の3回にわたって

改正を行う。

○鹿鳴舘において西洋舞躍の練習を開始す。

明治18年○全権大使伊籏博文は李鶴章と交渉し，天津条
（1885）約を締結。

朝鮮の独立を承認し，対鮮出兵相互通報を協

定す。

○町村法の稿を終詑た時，内閣雇独乙人「モツ
セ」は山県に地方制度編纂綱領の起草に従わ

んことを力説。

山県ば地方制産編纂委員を設け自ら長とな
り，もっぱら「モツセ」をして起草せしむ。

○太政官達第n号を以て歳入歳出予算条規を

制定し，19年度から実施すべき旨を公布。
この条規によって会計法上の大原則が定めら

・ れ，同時に歳入歳出科目条例を制定し19年

度より実行す。

○第四回総選挙結果（明治27.9.1執行）
鐸

40国民協会35
55

b政治事跡

明治18年（1885）太政官諸職制を廃止す為以前は，

前時代同様，政治の中心は太政大臣･左右大臣・参議・

各省部であったが，伊藤博文は明治14年（1881）大隈

放逐の政変以来,輩固の地盤と勢力を堅持して，進歩改

革に遜進し庶政刷新の中で彼の最も力を注いだの朧，ド

イツ流の官僚政治を植えつけたことであった。

すなわち明治18年12月12日（1885）立憲政治創

定の準備として新に内閣制度を設け，官制の改正を行

い，政治擬椴に一大変革を加えんことを企て，三条太政

大臣をしてこれを奏請せしめて，詔書の降下となるや，

直ちに（同年同月22日）伊藤を主班とする第一次伊藤

内閣（農商務谷干城）を組織した。

ここに諸いて我が国中世以降,摂家清華の重職の先例

を破り，士庶人も国家の重職につきうる官僚政治力甥治
31年6月30日（1898),我国最初の政党内閣であった，

大隈･板垣の憲政党内閣（総理大隈重信(進歩)・内務

板垣退助(自由）・農商務大石正己(進歩)）の組織成立

まで種立しそいたのである。
以下大政官・官僚・政党の政治事跡（財政･経済関係

は別項とす）を年表式に表示してこの項を終るこ．ととす

る。

自明治15年至同31年（1882-1898）政治事跡

年次 事跡事項

明治15年○ユ月勅論を陸海軍人に賜う･

（1882） 忠･礼･武･信･賀の5事を諭す。これが軍

隊教育の基調となった。

○憲法制定調査のため伊藤博文に勅語下賜。

詔勅と共に憲法坂調事項に関する訓条が下っ

た｡

○憲法及びこれに付属すべき諸般の法規制度を

立案調査するため，伊藤博文一行は欧州に出

発o翌16年8月調査を終えて帰朝。

○開拓便を廃止し，3県1局を設置。

○会計検査院の予算に関する権限を削除。

○農工商上等会議を廃止。

○請願令公布。

請願の手続を加重し，国会開設に関する請願

を砠止せんとした。

○韓国は鎖園排外を叫び兵を挙げ，我が公使館

を襲う。

済物浦条約を締結せしめ，償金50万円と謝

一

乱

■

一
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石川：林業技術の発展過程（6） ■

○太政官布告を以て預金規則を制定。

大蔵省において貯金局を置き，駅逓貯金準備

金・国庫金及び民間黄金をも保管利殖す。今

日の預金部の前身。

○大阪事件暴露し，大井憲太良鐸'30‘名捕えら
幸

る。

朝鮮独立運動資金調達を画し，一味中に非常

手爵こ出るものもあって,計画に齪鰯を来し
遂に暴露するに至る。

○内閣制函制定実施。

太政官・参議等を廃止し，宮中顧問官・内大

臣を設け，内閣制を創始して外務・内務．大

蔵・陸軍・海軍・司法・文部・盤商務．逓信

の9省を設置す。

○専売特許条例を制定。

○普通治罪法・陸海軍治罪法を制定。

○新聞紙条例を改正。

○万国郵便為替約定に加入。

○日米間郵便為替約定施行。

○工部省を廃止し，逓信省を新設通信事業の

体系大いに整備す。

○地方債始めて発行さる･

、 青森県にて凶作のため中央の許可を得て20万

円募集す。

明治19年○各省官制を制定。

（1886）○地方官,々制を定む。

○北海道庁を設置ま。

○司法制度の改善を企て裁判所官制を制定。

裁判官の身分保証に関する規走を設けたが，

まだ完全なものでなかった。

○海軍条令公布。

○帝国大学令を発布。

従来の大学制度を改正し，大学院及び分科大

学を以て織成す。

○私立専門学佼を「文官試験補及び見習規則」

の定むる学桟，すなわち特別寵可学校と称

し，文部大臣の聴可雛督下に霞く。

これまでほ帝国大学総長の特別監督下に種い

てあった。

○第1回条約改正会議を開催。 、

その後条約改正準備のため，外務省に法律坂

調所を設く。

○公文式（官報）を発布。

公文式を発し，法律命令の制定方を定め，か

つ法令は凡て官報によって布告することと
す。

O大蔵省主計局に雑種金課を設置。

従来の別途会計に属したものを凡て雑種金の

名称で処理す。

○太政官第89号達を以って童たもや会計年露

の改正を実施。

現行の毎年4月1日より翌年3月31’日に至

る1周年を1会計年度とす。

○日本薬局方を制定。

従来憾劇毒薬を試験鑑2鐸なく売出されてい

た。

O整理公債条令公布。

○海軍拡張公債．次いで高利借換の「整理公

侭」を発行す。

○郵便事業の発達。

官業中最も好成績で，明治19年収スエ00門

に対する支出95円の割ば，大正元年51円，

大正8年36円，昭和元年57円の比となる四

○税関官制を制定す。

○独乙その他各国メートル条約に加入す。

嘱○「モツセ」の地方制度編纂綱領脱稿。

’ 「モツセ」案は独乙流のため審議の結果，市

制，町村制に別ってこれを改訂することとす

る圏

○瀬冷を以って学ｲ群を制定。

最初は12月7日に東京帝国大学卒業者に授
与せらる。

p条約改正会議ば7月18日第29回会議を以

って中止せらる。

○伊藤臓弁上を辞職させ，条約改正中止を天下

に声明，各国全権委員に通告。

民間の反対は少しもその勢を減ずることな

く，保・漸・急の､3派催一斉に群起し，特に

後藤象二郎の怪弁は倒閣運動に発展す。

○伊藤の欧化熱腫遂に首相官邸に仮装舞踏会を

開き，醜状狂態を呈するに至る。

／人種改造論の提唱．羅馬字会.慈善会の設立
を始め，欧化の風潮は朝野に汎濫す。

○農根谷干城健伊藤・井上の欧化政策及び条約

改正に対する反対意見書を提出したが,容れ

られず，憤然その職を辞す。

司法省仏人「ポアソナードjすら井上外交の

新条約案の撤回を諌した位であり，また条約

改正中止の叫びは朝野に沸蕩す．

○内相山県は伊藤を謀り保安条例を発布

集会一切の禁止・帝都及び行在所より追放し

得と規定し，為に追放・投獄せられたる者続

《
一

明治20年

（1887）

」
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（
ソ

』
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出す。

○所得説法発布。（勅令第5号）

地租主義を改め，資産及び営業より生ずる所

得の年額300円以上を納税黄格として，綜合

課税の方法により収入の1％～3％に至る率

を累進課税す。

○駅逓局貯金を郵便貯金と改称、

○医学に関する専門学校の規定を制定。

これにより高等中学校に医学部を設く･

明治21年○伊藤は憲法及び皇室典範その他の付属法典の

（1888） 立案を了す。

明治22年○紀元節を期し憲法を発布また皇室典範を公
e

（1889）布。

宮中において発布式を行う。神雛告文・憲法

発布式勅語・溌法上諭。

○議員法発布。

内務の整理については別に規則を設け運用の

規準を示す。

○衆議院議員選挙法発布。

当初ほ民意代表の途を発見するに却々容易で．
なかった。

○貴演澆令発布。

規定を設けるに当り，法律論と勅令論とがあ
り，組織に付てば独乙制を採用。 ．

○森有礼,刺客西騒女太郎に東幟さる。

憲法発布の式に臨むため官邸を出んとする時

刺殺さる。文教史上に残した功績は偉大であ
った。

○黒田清賎の超然主義確立の宣言。

国民怨府の的であった内閣は，憲法発布によ
って漸く救われたが，各地方長官を鹿鳴舘に

集め，却って逆施倒行の態度に出た。

○伊藤博文の政党政治否認の宣言。

府果会議長及び議員百余名を官邸に会し，イ
ギリス流の政党政治を排撃し，ドイツ流の官

僚政治を礼讃す。

○後藤の組織した大同団結は分・製し事実上崩
壊。

黒田ば後藤を檎にする策をめぐらし，彼に逓
相の梼子を与う･為に大同団結は統御者を失
うに至る。

○会計検査院法を制定。

検査院は天皇に直属して政府に対し独立の地
位を有し，かつ検査官の身分を保葡園一・

○大隈条約改正に失敗b

大隈の条約改正案の内容が「ロンドンタイム
ス」に掲載され，改進党以外の各政党健大隈

案を売国案として憤慨し，また枢密院・政府
内にも反対者は気勢を挙ぐ°なお大隈は来島
の爆弾に見舞われ隻脚を失う。

○黒田内閣の失脚。
大隈の条約改正政瀞勺失脚朧，転化して内閣
の失脚を招来す。

○板垣愛国公党を組織。

閥族政治に対抗して一大政党を結成せんと計
画す。

○地券制を廃止。

制定発布の形式について種盈の舞諭があった

が，枢密院を嶋譲してこれに当らしむること

とす。

○日過修好条約批準公布。

○日墨間修好通商条約調印。

○市制及び町村制の成案元老院を通過。

地方組織の馴・給与.官公選等に関し議論
粉糾したが,3府の特例を定めて妥協成立す。

○政府は上諭を冠して市制及び町村制を発布。
同時に市町村制理由書を添付公表し，22年4

月1日施行とす。

○市町村制の発布により地方制度確立し，地方

財政の整備に多大な変化を与う。

○伊藤は首相の印綬を黒田に譲り，枢密院を設
けて逃避し，黒田内閣成立。

これより先2月黒田の仲介によって，14年以

来伊藤と大隈は再び提携し，大隈は外相とな

った。

○枢密院設湿の詔勅宣布。

時の首相伊藤は到底永く政権を維持し得ない

ことを察知し，憲法発布準備を口実に枢密院

議長とな･り，特に内閣に列せらるるの恩命を

蒙り両股かけて依然勢威を振う･

○憲法及び付属法典を審議すべき枢密院会議を

開く。

12月17日漸く審議を終了す。

○後藤象二郎は漸進・保守・急進の分子を網羅
して怪団大同団結を結成。

解党した自由党,親のない改進党も,熱烈壮快

なる彼の民権伸暢論に感激して傘下に集る･

○鳥尾小弥太は谷・三浦と謀って保正中正派を

結成。

欧化政策に反対し，急進主義を排撃し，純乎
たる右翼陣営を結成す。
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石川：林業技術の発展過程（6）

登録制度を採用U，地租は地価に基きて徴収
す。

○土地台帳揚則を公布す。

○黒田内閣失脚2カ月にして漸く第1次山梁内
閣成立。

薩長交互の制は不女的に閥族政治家の間に確
立さる･

○憲法発布と会計制度･

憲法中会計に関する規定●会計法の制定．会
計関係の勅令及び省令の制定により会計制度
は面目を-一新す。

○会計法を制定。

議会に関せざるものは明治23.4.1日より実

施し，議会関係の事項は開設と同時に施行
し，会計観則は23.4.ユ日より実施す。

○特別会計制度を設睡

会計法第30条に「特別の須要に依り会計に
準拠し難きものあるときは法律を以て織り会
計を設置す」と規定す。

○金庫制度の制定。

日本銀行ば中央金庫及び支金庫の現金出納並
びに保管を坂扱うこととなり，一方国庫遊金
預入及び政府預金の運用に当る。

○日露通商条約を欧正す。

○地租代米納の制度を廃止す。

明治23年○左派の大井憲太郎の率いる関東派は板垣の統
（1890） 制を甘受せず，自由党を別に東京に興す。

板垣は大自由党の素志をすてず所信に適進し
た結果，他日合同の素地を作るため，大同・

自由･愛国の3派,集って五月廉寅クラブを
結成し選挙戦に臨んだ。

○裁判所職成法を発布。

裁判所制度の整備と司法権の独立は始めて緒
についた。

○民事訴訟法を公布。

○府県制を公布（法律第35号5月)。
地方自治の形式が整う。

○郡制の発布<法律第36号5月)。

中間的自治体として容認したが，公法人たる
明文がなく群会の自治権もきわめて制限的で
ある。

○府采制はドイツ⑳州政を参酌してつくられた
もので，33年までの間に沖繩を除き実施せら
る。

○行政裁判脈髪を発布。

10月ユ日より実施，オースタリーの制度を模

倣して憲法の条案を具象化す。

○慈立日本法律学校が特別認可学校として創立

（日本大学の前身)。

○第1回衆識院議員選挙執行（7月1日)。

競争朧激しかったが公正に行われ，買収等は

皆無といわれ，また政府の干渉もなかった。

選挙結果は大同派53，愛国派35， 自由派

17，改進46，九州改進21，中立67，保守

22，自治17，官史18，無所属2．

○集会及び政社法公布。

○日英郵便為替条約調印

○法制局官制を制定。

○地質鯛査所官制を制定。

○北海道庁官制を制這

○鹿法発布。

会社法其他-鮫商法が一応制定さる･
○鉱業条例を公布。

○貴族院組識の手続完了。

勅選議員61名中民間より選任されたもの
は，小幡篤次郎他8名。なお議長には伊藤，
副議長には東久世を任命。

○教育勅語発布。

帝国惣法の保守性の思想的支柱として，敗戦
の年（1945）まで民心を織導す。

○第1回帝国議会開会“月29日)。

在野党は171名で政府与党より優勢であっ

た。なお参政有権者朧全人口分の87分の1

少数なることば，特記すべきことである。勅

語を賜ったがこの奉答に関し，要不要論が論
議されたが，採決の結果，文書を以って奉答
することに決す。

○法律第14号以下各号を以って幾多の特別会
計を設置。

23年度予算における特別会計の数は，作業特

別会計9，官立学校図書舘卿I会計18,賜
金特別会計6，計33．

○郵便為替貯金及び郵便貯金の特別会計を設置
（法律第21号)。

○松方蔵相銀行条例案を元老院に提出。

23年8月元老院の議を経て公痴。
2畔7月旧商法施行と共に実施・

その後28年及び大正4年改正。
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利用方面から見た航空赤外線写眞
．☆・

木本氏房

用的には日本内地で製作されるようにならねばならぬ‘

と思います。

問4．寵を適固する力は。

答茨教鯨は龍によって鴬識Lさせられることが少なく，

水蒸気や雲には強力に吸収され，従って謹菌の考えで

露出をきめると，曇った日には露出が不足になり，蕊

の際には露出が過度になりますことは－股に知られて

おることですが，赤外線が謡をよく透過するというこ

とは余り宣伝が過ぎてる様でW. Clarkはその箸

PhotographybyInfraredに赤ﾀ鵬が龍を透過する

効果ほ至って少ないと述べて漏り，今迄の宣伝を打消

すことに骨を折ってる様です。

問5．赤外線写真を一般の航空写真擬で写す際焦点距
離を延さなくてよいか。

答1918年型と19“年型の航空写爽用写真機「レン

ズ」の焦点距離と光の波長との関係は第2図の如くで

あります。同図で視える如く近頃の優秀な「レンズ』

では色収差が赤の方によく出来ていて；焦点距離を変

えないで可視光線と同様に赤外線写真にも使用出来る

様になったと言われています。然し多少でも焦点距離

の延があれば解像力が不良になるのは勿論で焦点距離
&

の変化のため大体40％の解像力の減退が見渡られて

います。

19“年型の最小焦点蛎誰が1918年型とに比べて「オ

レンジ」色の方に移っていて，黄色「フィルター」の

第2図

森林調査に高空から撮られた赤外線写莫の利用が今後

盛になるととと考られますので，航空写真としての赤外

線写真の御紹介を致した$稲と存じます。、
本冒鐵ばPhysicalAspectsofAirphotographyか

ら得た智識がその中心となっておりますのでそのように

ご承知下さい。

紹介ば問答的に致しました。

問1．赤外線写真の一般航空写真への利用の将来性

は。

答赤外撮影ば航空写真に対して或る種の長所を持って

い蕊すが，長所を活かすには他のものを犠牲にせねば

なりませぬので，赤ﾀ畷影が「パンクロマチック」の

撮影に代り専用されることにはなりますまい。

問2．赤外線が航空写真に利用きれる範囲は。
答赤外と云えば0.75“1脾は1粍の1/1oI)Jですから‘

0.9〃位までで， 1.2脾位まで感ずる写真乳剤も出来

てますが， これは分光写宴などに利用する位で，叉

波長が増すと熱の羅謝「エネルギー」を吸収し,｢カプ

リ」を生じます。

問3．現用赤外線用「フィルム」ば。

.Kodak製の赤外線用「フイルム」を例にとります

と，波長に対する感度は第1図の様で，可視罐にも

よく感じますから，赤外のみを考える際は使用する

「フィルター」によほど注意せねばなりません。保存

期限は6カ月位で，冷所に貯えねばなりませんから実

第1図
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木本：利用方面から見た航空赤外線写真

赤の端末から急速に上昇し，その値は緑の中央部よ

り遥に大きくて，40％に達し'この性状は葉緑素の光

の吸収に対する特性であり’「コンクリート」道路の

反射にも比適し，赤外写真に緑葵が白く写る原因であ
ります。

問8．水部の貫通性とは。

答純水は可視「スペクトル」の赤端から次第に吸収し

始め，凡そ波長1.“では1cIn程度の厚さでも完全

に吸収してしまい，これがため水部は黒く写ります。

問9．蔭影部の赤外効果は。

答蔭影部の赤外効果は蔭が強調されることで，言い換

えれば撮影像の有効な「コントラスト」が赤外光によ

り増大される結果と言えませう○青空Iこ雲が無く’叉

溌のない蔭影部には殆んど赤外線を含まず，この場合

には著しく写爽の判読効果が増され茨す。

問10．以上を総合しての写真の判読効果は。

答この間の答は寧ろ森林の専門家による今後の研究に

御譲りしたいのですが，簡単に申せば，萠え出る草原

は白く写り。草原の内の落葉した樹木はこれによって

よく見出され，草原を流るる流水は’ 「コントラス

ト」が強くて一見明瞭となり，広葉が白く写るのと，

針葉がその物理的形伏から暗く写るのと相俟って，広

針両様の区分がなされ，叉蔭影部が黒くて細部が明瞭

になると言う処でしょう，然し単に解像力の見地から

言えば赤外線写真は「パンクロマチック」を使用した

写真に比べて劣ると言えましょう。

効果が狙われていることは見逃せないことです。
◆

問6．赤外写真の纈敦は。

答葉緑効果と，水部の貫通生と，震診部の暗いことが

判読に及ぼす効果でせう。

問7．蕊緑効果(Chlorophylleffect)とは。

答第3図は各波長に対し洞鐸が反射する反射率を示し

たもので，緑の中央部が鏡大に達し，0.66脾で極小と

．なり，0.52脾から0.65脾迄の平均は10％以内です。

第3図
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ばじめて公開される北海道原生称の生態!！一
林野庁および旭川営林局の委嘱支援によ'り30余名の自然科学者，林業技術者が植生.土壌・地質．
気象・虫害･菌害･材質ミ施業の各専問班に分れ昭和27年以来密接な協調連絡のもとに，遂に完成
を承た履雲峡原生林の大調査報告書である。

－石狩川源流原生林総合調査団編一
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社団法人日本林業技術協会定款
第1章名称及び事務所

第1条本会は社団法人日本林業技術協会と称する
第2条本会の事務所は東京都千代田区内に騒ぐ

第2章目的及び事業
第3条本会ほ林業技術に関係ある者の職能団体として

林業に関する科学技術の発達普及及び宣伝を図り併せ
て林業技術の面から産業の振興と文化の向上に寄与す
ることを目的とする

第4条本会は前条の目的を達成するため左の事業を行
う

1科学技術に立脚する林業政策の考究及び推進

2林業技術の改良及び発達に必要な事業
3林業の普及及び宣伝に関する事業

4林業に関する調査研究及び其の受託
5講習会の開催及び印刷物の刊行

6科学技術関係諸団体との連絡の下に広く産業振興

に対する協力

7林業技術者の相互親善に必要な事業
8其の他本会の目的を達成するため必要な事業

第3章会 員

第5条本会は林業技術者叉は林業技術に対し理解と認
識を持ち本会の趣旨に賛同協力する者を以て会員とす
る

第6条本会の会員ば左の2種とする
1正会員所定の会礎を毎年納入する者

2特別会員一定額以上の特別会費を納入した者及

び所定の特別会費を毎年納入する者

会員の会費は総会に於て定める
第7条本会に入会叉は退会しようとする場合はその旨

を本会に申出なければならない

林業技術に関する職域叉は地域団体を組識する者は当
該団体を通じ本会に入会叉は退会を申出ることができ
る

第8条会員は左に掲げる理由によってその資格を失う
1死亡 2本会の解散

3退会 4除名
第9条会員で本定款に違反し叉は本会の名誉を損ずる

行為があった者は理事会の決議を経て除名する事がで
きる

第4章役員参与及び職員
第10条本会に左の役員を置く

理事長 1名
専務理事 1名
常務理事 5名
理事50名以内(理事長専務理事常務理事を含む）
監事 2名

第n条役員は会員の中から総会に於てこれを選出する
監事は理事叉は職員を兼ねることはできない

第12条役員の職務は左の通りとする
1理事長は本会を代表し会務を統轄する
2専務理事及び常務理事は会務を執行し専務理蛾は

理事長を補佐し理事長事故あるときはこれを代理す
る

3理事は理事会を構成する
4監事ほ会務を監査する

第13条役員の任期ほ満2カ年とする但し重任を妨げな
し、

役員は任期満了後に於ても後任者が就任するまではそ
の職務を行うものとする
補欠選挙により就任した役員ば前任者の任期を継承す
る

第14条本会に参与を硬くことができる
参与は理事会の決議によって理事長がこれを委嘱する
参与は本会の運営に関して理事長の諮問に応じて意見
を述べる

第15条本会には必要に応じ職員を置くことができる
職員は理事長がこれを任免する

第5章会 議
第16条本会の会議は左の2とする。
1総会
2理事会

第17条総会は毎年1回定期に理事長がこれを招集する
但じ必要ある場合は臨時総会を開催する
臨時総会は理事会の決議に基いて理事長が之を招集す
る

第18条総会ほ本会の最高決議磯関であって次のことを
議決する

1事業方針業務報告収支予算決算の承認
2定款の変更
3役員の選任叉憾解任
4理事会からの提出事項
5総会が必要と認めた事項

総会の議長はその都度会員の中からこれを選出する
第19条会議の議事は出席者の過半数を以てこれを決し

可否同数のときは議長がこれを決する
会議に出席しない者は書面を以て表決をなし叉は代理
人を出すことができる

第20条理事会は会務遂行上必要ある場合又ほ理事3分
の1以上から請求があるとき理事長がこれを招集する

第21条理事会は理事半数以上出席しないときは決議を
なすことができない。但し在京の理事半数以上出席し
たとき叉は同一事項について更に理事会を招集したと
きは出席者数に拘らず決議をなすことができる

第22条理事会ば総会に次ぐ決議機関であって緊急を要
する場合には総会の決議を経なければならない事項を
処理することができる但しその場合は次の総会に於て
承認を求めなければならない

第6章支部分会及び支部連合会
第23条本会は支部及び分会を設けることができる

又支部の運営上必要あるときは数支部を以て支部連合
会をつくることができる

第24条支部は理事会の定めた林業に関する職域及び地
域内にある分会を以て構成する
分会は林業に関する職域叉は地域内の会員を以て組織
する

第25条支部分会及び支部連合会の設立並に運営に関す
為規定は別に定める

第7章資産及び会計
第26条本会の資産は会員の会費及び寄附金その他の収

入を以て組成し理事長がこれを管理する
第27条本会の経費は本会の資産の中からこれを賄う
第28条本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31

日迄とする
第29条支部，分会又朧支部連合会の会計は本会の会計

に含めない
本会は支部に毎年一定の経喪を補助することができる
その方法及び金額は理事会に於て定める

附 則

第30条木定款の施行に必要な細則は理事会に於て定め
る

△
Ｉ
ｆ
０
１
＃
１
０
世
狸

ご
召
一
一



昭
和
三
子
年
九
月
十
日
発
行

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
第
三
菰
郵
便
物
認
可

『 ききめの確かな三共農薬

⑳防除にﾉ癌害虫lZ/#の
~州州'lllllllll,州WA種苗､土壌の消毒に 、:.1

1↓
：。

’咽…ゞ？“
･I ，

オゲ‘．
0

001 eOD $9･
0 Ⅲ1 ■“

い“J” 900F 。､

、8OL ･ 900.･ ､1 ．0
乎塑リ万

！
●
で
露
顕
ワ
■
訳

’鯨
1

麺
漫
睡
厩
瞬
間
瑚
湿
攪
屍
眠
り
抑
＃
興
襲
《
１
‐

林
業
技
卜
獅
第
一
奎
号

（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）

苗木の病害に

’冊
臥

文
月粉ＧＨＢ杜

毒

一
一
一

H G

あらゆる害虫に

苗木､挿木の活着を増進する三共ナフタリン酢酸 司
陶
畳

薬効を増強する万能展着剤グ
画

ラ
、
、
、 ン

0

共株式会社農薬部東京都中央区日本橋本町4の'5
一
一
一

匙一 －‐ ゞ 一参 ＝目 ‐

「一薪刊案 丙
’
１

一林業解説シリーズー､ﾊｰ､,､ﾊｰ、

第76冊加藤誠平著

林業機械化の動向
-～～-~－林業技術叢書～～曹曹､~－

第13輯東大教授・農博中村賢太郎署
第77冊梶田茂ほか著

林業名著解題（2）
造林学入門

ヴ

(植林の手引）鑛禦鯛（会員55円）

（
興
林
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だ
ま
改
題
第
七
十
号
）

第78冊渡辺啓吾著

苗畑における推計学

｡~~~--へへへ林業普及シリーズーハハハヘへ－，

No.40 加藤誠平著

逗材用索道主索の設計と検定
価100円（会員90円）〒8円

第79冊高橋延 清著

の旅林木育種

第80冊兵頭正寛著

和紙とその原料
No.41 上田弘一郎著

竹林の仕立方
価90円（会員80円）〒8円

No.44 渡辺資仲著

たんにんあかしや
価70円 （会員60円） 〒8円

いずれも価50円〒 8円

東京都千代田区六番町七

課日本林業技術協
電話(33)7627．9780番

振替口座東京60448番
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